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畑 中 幸 子*

Political Process in Stateless Societies of the New Guinea Highlands

Sachiko HATANAKA

   Traditional political systems versus modern political institu-
tions in Papua New Guinea have been widely discussed by social 
scientists. Papua New Guinea became independent from 
Australian administration in 1975, but political independence was 
not a product of the struggle. There were no nationalist move-
ment and little clamour for an end to colonial rule. 

   During the last fifty years, the New Guinea Highlanders 
have been confronted with an endless, dramatic change, and as a 
matter of course their cosmos fell into considerable confusion. 
In rapid succession they have had to deal with kiap (patrol 
officers)  & missionaries, appointed village officials, local govern-
ment councils, combined councils' conferences & Area Authority, 

Self-government and Independence, village courts, and now the 
Provincial Government. 

   New Guinea cultures have proved extremely durable and 
still have an influential role in contemporary politics. The 
Constitution of Papua New Guinea stemmed in part from, and 
reinforced the convictions of the traditional socio-political 
character of the Melanesians. The  'Melanesian Way' stresses 
obligations to kinsmen and requires a slow process of consultation 
and compromise leading to consensus within the clan or village 

group. Since decolonisation, traditional New Guinean political 
attitudes and processes have been obstacles to the immediate 
assimilation of new institutions, especially with respect to the 
legitimacy and constitution of democratic legislatures, and the 
law. 

   A single problem crucial for current politics is the effect of 
superimposing a centralized state structure on the stateless
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societies of Papua New Guinea. The general construct of a 
basically egalitarian, self-governing society, using group consensus 
but allowing a limited role for leaders who arise in open status 
competition, was known as the bigman model. Hitherto, there 

was no tradition of succession or stratification of subgroups, 
rather, traditional leadership was achieved through personal 
charisma and by the accumulation of wealth (pigs, shells, feathers, 
iron-tools, and the like) that could be used to aid others, and in 
so doing place them under an obligation. A bigman should be 
both more prominent in ceremonial exchange and a more power-
ful orator. Thus, a leader could successfully dominate others, 

either through his ability to help them or to retain their respect. 
More popular leaders were  'manager' or  'director' types.  ' 

   At present leaders are politicians in either provincial or 
national governments. In Chimbu, where I  undertook field 
researches, I observed a most typical example of Melanesian 

political culture. A Chimbu politician, an Opposition leader, 
appealed to Chimbu dignity, believing that the stature of the 
whole group could be raised by the activities of a few entrepre-
neurs. He insisted that businessmen were generous and support-
ive, and that a cultural  'levelling' effect would operate. Even 
men highly educated in the Western system have grafted onto the 
bigman theory a notion of egalitarianism. Politicians —mostly 

young businessmen— gave money to local leaders, who then 
held parties for their groups, distributing pigs, carcasses of beef 
and dozens, or occasionally hundreds of cartons of beer. Thus 
they grafted these non-traditional items onto the traditional 
exchange system. Throughout Highland society, men having 

political authority are called  Vida  man', whereas  'bigpela man' 
refers to any prominent man who has achieved renown for his 
wealth, as in modern business activities, but who has no political 
stature. 

   Apart from business, political and public service careers 

provide the main avenue for individual advancement, although 
these two careers are often combined. The overlapping member-
ship of the political and economic elites of Chimbu does not 
indicate an egalitarian society, although competition for political 
office is intense. Present Highland leaders have proved both the 
succession and discontinuity of the bigman model. Equality of 
opportunity no longer exists, and Highland societies have few 
socio-economic equalities. In the Highlands there exists an 
implicit or explicit hierarchy of social and economic status levels.
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   On the other hand, prior to the early 1970's the adminis-
trative system functioned slowly and was excessively bureaucratic. 
Decentralisation in Papua New Guinea, with devolution of power 
from the center has proved expensive. And there is always the 
risk that the experiment will not work and that the country will 
fragment with the authority of the central government becoming 
increasingly nominal. The highland provinces were eager to 
establish the Provincial Government in response to a separatist 
movement on Bougainville Island. In 1976 Provincial Govern-
ment started throughout the country. 

   The inevitable problems of a new system of government are 
emerging in all provinces. No member of the new Secretariat 
is highly experienced in public service, or in fact in the work for 
which appointed. The formerly high morale of the field service 
as an elite group comprising both expatriates and nationals, 
had already largely disappeared prior to Independence. There 
is the possibility that the administrative capacity of the state will 
fragment in the decentralisation programme, thereby endangering 
not only public order but also the government's goals of equity 
and rural development, as well as its own ultimate survival. 

    The aims of Provincial Government are decentralisation, 

greater coordination of development activities undertaken by 
government officers in the Districts. In Chimbu, teamwork 
was almost totally lacking. Several Provincial Governments 
have been pre-occupied with the acquisition of power, and re-
sources are being devoted to serving politicians rather than to 
maintaining the previous levels of service to villagers. Many 
local government councils under the Provincial Government 
broke down through corruption and mismanagement. The 
largest single problem in the bureaucracy is the lack of competent 
manpower to realize the full requirements of a decentralised 
administration. Papua New Guinea's aims of reducing both 
social and geographic inequality, which are expressed in the 
National Constitution, are endangered by the Provincial Govern-
ment system. On the other hand, the villagers are unable to 
unite readily to replace their politicians, given the highly frag-
mented social and political structure,  as well as the obligations of 
kinship and patronage. Not just anybody has the represen-
tational function of linking villagers and government in the High-
land society. In practice, the institutions may not be suited for 
the political culture. Under the Provincial Government system, 
local elites will have greatly increased resources with which to
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increase their wealth and to entrench themselves, without neces-

sarily improving their political legitimacy. This fact alone 

makes the whole system politically unstable. By late 1978 the 

initial enthusiasm for decentralisation had started to wane. 

   The Government of Papua New Guinea is rich when com-

pared with those of other newly independent countries. This 
might be one reason why the Central Government can dominate 

and remain superior to the Provincial Governments.

はじめに

1.部 族社会

   歴史的背景

   高地周縁部 の社会

   高地社会

   リーダー シッフ｡

   経済の変化

2.政 治の発展

   地方行政評議会

   政治文化

   独立への道

   権 力への競争 と政治の不在

3.地 方分権 と地方 自治

   地方分権の前提

   シンブー州(チ ンブー)の 実態

   地方 自治 と社会秩序

   地 方 自治の崩壊

4, エ ピローグ

は じ め に

 1975年9月16日,オ ー ス トラ リア行 政 か ら独 立 したパ プ ァ･ニ ュ ーギ ニ ア は あ らゆ

る意 味 で ユ ニ ー クな 存在 と して 世 界 史 に登場 した｡人 口約300万,相 互 に コ ミュ ニ ケ

ー シ ョ ンの不 可 能 な言 語,海 岸 か ら内 陸 部 を 閉 ざ して い る大 山脈 に よ り孤 立 して きた

多 くの部 族 か らな る国 家 な き社 会StateleSS SOCietyで あ った｡パ プ ァ･ニ ュー ギ ニ ア

の面積 は462,243 km2で 人 口 と共 にオ セア ニ ア の新 興島嶼 国 の間 で は群 を 抜 い て い

る｡と は い え,国 民 の 三分 の二 以 上 は高 地 に住 み,第 二 次 世界 大 戦 後 に初 め て オ ー ス

トラ リア植 民 地 行 政 と接 した とい う のが 実 状 で あ る｡

 1960年 代 半 ばか ら国 の 内外 か ら独 立 へ の 圧 力 が か か り だ した｡国 内 に おい て も白人

社 会 と接 して きた 時 間 が 長 い先 進 地 域 で 民 族 自 決へ の気 運 が 急速 に高 ま って きた｡植

民 地 政府 に よ り近 代 化 政策 が もち こまれ な か った部 族 社 会 が近 い将 来 に独 立 す る こ と

は,現 地 を 知 る誰 か ら もいぶ か られ た｡事 実,1967年 にマ イヶ ル･ソ マ レMichael

Somareに よ り結成 され たパ ング ウ党(Pangu Party)以 前 には原 住 民 に よ る国政 へ

の リーダ ー シ ップ の概 念 は 存在 しな か った｡パ ング ウ党 は植 民 地支 配 の終 結 を 訴 え た

た め,オ ース トラ リア政 府 は警 戒 の 眼 をむ けだ した｡国 家 の 出現 と形成 とは諸 々の 過
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程 の複 合 と して 考 え られ て きた｡し か し,20世 紀 後 半 に現 れ た第 三 世 界 の国 々の 誕生

を み て も,す べ て が 従来 の 国家 形 成 の理 念 に 沿 って い た と は限 らな い｡オ セ アニ アに

お け る島嶼 国 の静 か な る独 立 は新 しいモ デ ル の一 つ を提 供 した とい え る｡

 パ プ ア･ニ ュ ー ギニ ア の 国土 は高 地,海 岸 地 方,島 嗅 群 か ら成 るが,近 代 化 の度 合

は地 域 によ り大 きな開 きが あ る｡オ ース トラ リアが行 政 を委 ね られ て い た英 領 ニ ュ ー

ギ ニ アのパ プ ア地 区 と旧 ドイ ッ領 の うち行 政 府 を お い て い た ニ ュ ー ブ リテ ン島 な ど島

喚 地 方 は,キ リス ト教 の ミ ッシ ョナ リー に よ る教 育 が20世 紀 前 半 に始 め られ て い た｡

しか し国連 信 託 統 治 領 で あ るニ ュー ギ ニ ア地 区 へ の オ ー ス トラ リア行 政 は非 常 に お く

れ て いた｡こ の国 の 中枢 部 に あ た る高 地 へ の行 政 の ス タ ー トは1950年 以後 とい え る｡

医 療,教 育 を は じめ,生 活 全般 に わ た る近 代 化 と い う点 でパ プ ア地 区 や 島懊 地 方 と大 差

が で きて しま った｡こ の こ とは 自 治,独 立 を 通 して 様 々 な 問題 を投 げ か けた とい え る｡

 1964年,パ プ ア･ニ ュ ー ギニ ア で オ ー ス トラ リア政 府 によ りHouse of Assembly

が作 られ,原 住 民 の政 治 へ の 初 参加 とな った｡こ の議 会 は直 接 に は ナ シ ョナル･リ ー

ダ ー シ ップ の討 議 の場 で はな か った｡二 期 目 のHouse of Assemblyに 入 り,議 会 は

ナ シ ョナル･リ ーダ ー シ ップの 象 徴 とな った｡や が て 議 会 で はパ プ ア･ニ ュー ギ ニ ァ

の 政 治 を決 め る問 題 と して 植 民 地 解 放 が緊 急 問題 に上 る｡1970年 に入 るや パ プ ァ･ニ

ュー ギ ニ ア に対 して,オ ー ス トラ リア の政 策 変 更 がな され た｡独 立 につ な が る 自治 政

府self-governmentの 樹 立 を早 め る こ とに よ って の み,近 い将 来 にパ プ ア･ニ ュ ーギ

ニ ア が統 一 国 家 と して とど ま りう るチ ャ ンス が あ る と考 え られ た｡自 治 政 府 の 出発 を

遅 らせ る こ とに よ り分 離独 立 を もた らす結 果 が 目 に見 え て いた か らで あ った｡こ う し

て 政 治 的独 立 へ の イニ シア チ ブ は原 住 民 で は な く,キ ャ ンベ ラで オ ー ス トラ リア政 府

によ って と られ た ので あ る｡パ プ ア･ニ ュー ギ ニ ア の独 立 は闘 争 に よ って産 み 出 され

た もの で もな け れ ば,植 民地 支 配 の終 結 に起 き う る喧 燥 も な く,指 導 され た静 か な独

立 で あ った｡

 自治 政府 が発 足 す るや 高地 の部 族 社 会 が劇 的 な変 化 を お こ し始 め た｡し か し高 地 の

周 縁 部 に あ た る辺 境 地 方 で は外 部 へ の交 通 手 段 に恵 ま れ な い ため,今 日 も政 策 の恩 恵

を 受 け る こ とが少 な い｡そ こで は部 族 社 会 の 従来 の生 活 と余 り変 らぬ生 活 を営 ん で い

る｡独 立 後 の首 都 ポ ー ト･モ レス ビー の外 観 の 目を見 は る ば か りの 近 代 化 に ひ き く ら

べ て,高 地 社会 の近 代 化 は 自治政 府 時 代 に明 るい 見通 しが あ った に もか か わ らず,遅

々 と して 進 ま ず,地 方 自治,つ ま り地 方 分 権(deccntralisation)の み に期待 が残 され

た の で あ った｡

 ア フ リカ に お け る政 治組 織 の研 究 は 早 くか ら人 類 学 者 に よ って な さ れ て きた｡M.
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フォーテス はアフリカ の政治組織(1940)の 中で国stateと 国のない社会stateless

societyの 二つのタイプを区別 した｡ニ ューギニアの部族社会を論ずるにあたって屡々

African modelが 問題にされるが,少 なくとも高地社会には該当しない｡国 家をもた

ない社会の独立では,行 政課題が血縁集団を核とする社会生活よりも,む しろ一般化

された制度から始められるという共通面がある｡社 会関係が血縁関係からはみ出した

瞬間か ら個人間,あ るいは集団間に競争が生 じる｡競 争の産物 として権力が現れる｡

パプア･ニ ューギニアにおいてその権力が単に私人間の力関係であることをやめ,政

治権力として成立するまでにはなお時間を必要としている｡

 西欧型の政治制度が国家をもたなかった無文字社会に導入 されたパプァ･ニ ューギ

ニアでは,独 立後も中央政府の権威は地方に容易に及ばず,政 党が存在 しても全国的

にも地方的にも独立の組織的根をもたない｡特 権的支配層や国家の装置をもたなかっ

た平等社会では政治意識は社会意識と未分化である[栗 原 1978:99]｡パ プァ･ニ

ューギニアの政治構造の諸面を部族社会から現代国家への過渡期にどのように解釈 し

うるか? とりわけ州政府Provincial Governmentと 国家 とのかかわりをふまえて,

地方で具現された権力とリーダーシップを問題にしたい｡パ プア･ニ ューギニアの国

家維持のエネルギーや政治文化  文化の中で政治のシステムに重要な影響を与える

ものをまとめていう一 がいかなるものかも問題にしなければならない｡こ の小論文

では先づ歴史的背景として部族社会の伝統をとりあげ,つ いで独立への道,権 力とリ

ーダーシップ,地 方分権化による地方自治の実態を筆者が独立前に調査経験をもつチ

ンブー地方(現 在はSimbu Province)を 中心に論ずる｡

1.部 族 社 会

歴 史 的 背 景

 ニ ュ ーギ ニ ア高 地 は,長 さ約1,120 km,幅 約160 kmに 及 び,南 緯4｡～7｡の 地 域

でIrian JayaとPapua New Guineaに 拡 が る｡パ プ ア･ニ ュ ー ギニ アの ほ ぼ真 中

に大 きな 渓谷 が東 西 に拡 が って い る｡ワ ギ漢 谷(Wahgi Valley)で あ る｡こ の 漢谷 に

約10,000年 前 よ り人 が住 ん で いた こ とが,1960年 代 の 考古 学 調 査 で初 め て 明 らか に な

った が,1930年 代 ま で人 が住 ん で い る こ とは外 部 の世 界 に知 られ な か った｡

 オ ース トラ リア政 府 のJ.タ イ ラー に よ る探 検 隊 が 無人 地 帯 とされ て い た3,000m

以 上 の連 峰 に囲 ま れ た渓 谷 に入 り,大 勢 の住 民 と山 の斜 面 に整i然と耕 作 され て い る さ

っ ま い も畑 とを 発見 した｡高 地 人 と 白人 との最 初 の 出会 いで あ った｡ニ ュ ー ギニ アで
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は高 地 と海 岸 地方 の 間 は居 住 もま ば らで,い わ ば過 疎 地 帯 で あ る｡し か し,こ の地 帯

は数 千 年 の間,高 地 へ の交 易 ル ー トと して果 した役 割 は無視 で きな い｡高 地 人 の起 源

や そ の社会 の発 展 に つ いて,形 質 人類 学上 の調 査 は部 分 的 な もので,仮 の 結論 しか 出

され て いな い｡

 ア ジ ァか らオ ース トラ リアや ニ ュー ギ ニ アへ の最 古 の移 民 は30,000年 以 上 前 とい う

の が今 日の 定説 で あ る｡現 在 ま で にわ か って い る ニ ュ ー ギニ ア最 古 の居 住 遺 跡 は パ プ

ア高 地 のKasipeで 約25,000年 前 と い う数 字 が 出 され て い る｡ま た,ワ ギ 漢谷 で は

Jack Golsonら によ って初 期 の遺 跡 か ら発 見 さ れ た花 粉 分 析 が,5,000年 以 上前 に移

動 耕 作(shifting cultivation)が 行 な われ て いた こ とを示 唆 して い る｡一 方,西 部高

地 のKukに お け る湿 地 の 排水 溝 を設 け た畑 は,今 か ら約1,200年 前 に大 々的 に放 棄

さ れ た と され て い る[BRowN l978:24-25]｡こ こは 約300～500年 前 に再 び 植 民 さ

れ た｡多 くの研 究 者 は その 時,高 地 に さつ ま い も栽 培 が定 着 した と考 え て い る｡さ つ

ま い も の導 入 は高 地 の人 口を 爆 発 的 に増 加 させ,従 来 の タ ロイ モ栽 培 は急 激 に そ の ロ

ケ ー シ ョンを変 え た ことが 考 え られ る｡さ つ ま い も は,ヨ ー ロ ッパ 人 か マ ライ人 航 海

者 に よ り海 岸 地 方 に もた らされ た もの が 内陸 部 に入 った の で あ るが,今 日そ の 品種 は

300種 類 以 上 に まで 普 及 した｡中 尾 佐 助 教 授 は この数 字 が も っと高 くな る こ とを示 唆

され て い る｡さ つ ま い もは 単位 面 積 の収 穫 量 が 大 き く地 味 を 問わ な いば か りか,標 高

8～9,000フ ィー トま で栽 培 可 能 とい う驚 くべ き適 応 を示 した[BRooKFI肌D 1964]｡

近 年,人 類 学 者 や地 理 学 者 の 間 で高 地 に 関 して話 題 に な った こと は,高 地 が 閉 ざ さ れ

た地 帯 で あ った とす るな らば単一 の孤 立 した 言語 集 団 と して発 展 した 筈 で あ り,豚,

さつ ま い も栽 培 の発 達,競 争 的 な饗 宴,戦 いな ど も今 日あ る もの と は別 個 の伝 統 が成

り立 った に ち が いな い とい う こ とで あ る｡高 地社 会 に み られ るヴ ァ リエ ー シ ョンは 中

心 部 と周 縁 部(辺 境 地 帯)の 人 び と にみ られ る｡何 れ も地 域 の生 態 系,人 口分 布,社

会 構 造,文 化 に よ りそ れ ぞ れ発 展 して きた もの と考 え て よ い であ ろ う｡

 我 々が戸 惑 わ され て きた こと に ニ ュ ーギ ニ ア に お け る様 々 な別 個 の言 語 が あ る｡相

互 に無 関係 な言 語 や は っ き り孤 立 した 言語 が残 存 して い るが,最 近 の分 析 に よ り内陸

部 で話 され て い る非 常 に 多 くの言 語 の相 互 関係 が 明 らか に され た｡伝 統 的 に は オ ー ス

トロ ネ シア語 族 に属 す るメ ラネ シア語 とパ プ ア語 が考 え られ て い る｡前 者 は主 と して

海 岸 地方 や島嶼 群 で,後 者 は 内 陸部 で話 され て い る｡パ プ ア 語 の あ る もの は 明 らか

に オ ース トロネ シ ア語族 の影 響 を受 けて い る もの もあ るが,大 多 数 はCentral New

Guinea Macro-phylumと して分 類 され て い る[WuRM l 961]｡こ れ は多 くの 研 究

者 の支 持 を えて い るが,Macro-phylumは 他 の文 化 集 団 の人 び と も含 ん で お り高 地
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入 の み で は な い｡Wurmに よ り設 定 され たEast New Guinea Highlands Language

Phylumはone stockと い くつ か の語族 に分類 され て い る｡西 ニ ュー ギ ニ ア(lrian

Jaya)に おけ る高 地 社 会 で はwest New Guinea Highlands Phylumと され,四 語

族 に分 類 され て い る[BRowN 1978:28]｡し か し,明 らか に東 部 は と りわ けGentral

New Guinea Macro-phylumの 一部 と考 え られ て い る｡

 形 質 人 類学 の高 地 人 調 査 は限 られて い るが,そ の 結 果 は人 種 の進 化 を め ぐ り同 じ結

論 に殆 ど達 して い な い｡共 通 の起 源 と一 般 的 類 似 以 外 にい え る こ とは,地 域毎 の 差異

が部 分 的 な 孤 立 や 地域 を越 え た通婚 が稀 で あ った こ とか らお きて い る こ とで あ る｡言

語 と ヒ トの形 質 か ら内 陸部 の人 間 が 遠 い過去 に共 通 の起 源 を も った こ とは うか が え る

の で あ る｡

高地周縁部の社会

 文化ベースでは,一 般高地人と高地周縁部の人びとは大体,言 語によって分けられ

る｡自 然に恵まれた条件で生活していた高地の渓谷では人口密集地か ら人びとが新 し

い土地を求めて移動 し,今 日いう辺境の地に定住,孤 立したとも考え られる｡こ こで

は人口密度は小さく,共 同体としての部族集団も小さい｡そ の多 くはオース トラリァ

行政下に入 った時期も比較的新 しく,筆 者 の調査 したサイヨロフ(Saiyolof又 は

Sisimin)は1968年 まで行政 との接触 を拒否 してきた部 族で その領域は政府により

立入 り禁止地区に指定されていた｡人 口密 度も4･75/km2で 小さく,従 って部族集

団も小さく,部 族相互の接触も柔軟性をもっている｡土 地は十分にあり焼畑による移

動農耕を行なっている｡サ イヨロフは タロイモを植えていたが集約的な栽培 ではな

く,生活の大部分を森林での採集と狩猟に負 う半定住生活をおくっていた｡"foraging

people"と もいえよう｡行 政が立入っていない辺境地域での部族間の反 目が原因で半

定住形態をとっていたものと察せ られた｡孤 立 した地域 とはいえ,人 びとは先史時代

以来続いてきた見事な交易ルー トを持 っている｡サ イヨロフの場合,三 世代前にさつ

まいも栽培が試みられたことが伝えられている｡`さ つまいも'と いう言葉そのものも

近隣のEnga groupか らきている｡隣 …接の諸部族がオース トラリア行政下に入 って

以来,武 力抗争が止 り,攻 め られる側にあったサイヨロフ社会 もさつまいも栽培が再

び始められるまでに安定 した｡食 糧採集 と自給農耕とが混合 した生計といえる｡居 住

地の標高や生態的環境によりサゴヤシを含め食糧資源はヴァラエティーに富む｡人 び

とが交易により容易にさつまいもの苗が入手できるにもかかわらず,栽 培に深刻に執

着 しなかったことは,呪 術をめぐって屡々おきている近隣種族 との争いか ら安住でき
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な か った こ と もあ るが,ニ ュ ー ギ ニ ア高地 で半 栽 培 種 の 植物 が非 常 に豊 富 で あ るこ と

(中尾 佐 助 教 授 の示 唆 を受 け る)と 無 関係 で は な さ そ うで あ る｡葉 も実 も 食用 に さ れ

るパ ンの木,パ ンダ ヌ ヌ,サ ゴ椰 子 は重 要 な食 糧 源 で もあ る｡

 高 地 周縁 部 で は聚落 とい う程 の もの はな く,居 住 は大 家族 同居 が多 い｡サ イ ヨ ロ フ

の場合,家 屋 は 防備 か ら崖 の上 に建 て られて お り,10×13メ ー トル の大 き さで 内部

は男 と女 の場 に分 け られ,中 央 の炉 端 が 家族 共 通 の場 とな って い た｡近 年,定 住 しだ

して か ら2～3軒 か た ま って家 が建 て られ,そ の周 りに さつ ま い もが栽 培 され だ した

[HATANAKA and BRAGGE 1973]｡こ の家 はベ ース キ ャ ンプの よ うな もので ユ0日間

に一 度 ぐ らい戻 って き,4～5日 す る と出て い く｡彼 らは森 林 の中 で は雨 露 を しの ぐ程

度 の シ ェル ター を移 動 毎 に作 って い た｡一 方,高 地 と低 地 の 中 間地 帯 で は鳥 類 が豊 富

な ばか りか 野豚,有 袋 類 が棲 息 して お り良 き獲 物 で あ る｡熱 帯 雨林 地 帯 で は生 態 的 に

も生 計 の シス テ ム か らみ て も大 きな人 口集 団 の定 着 が可 能 か ど うか疑 わ しい｡

 社 会 は父 系外 婚 氏 族 が地 縁 単位 で,交 易 関係 の あ る集 団 間 で 通 婚 関係 が み られ る｡

重 要 な こ と はclan groupで あ り,こ れ によ って相 互 連 絡 が と られ て い る｡こ の サ ブ･

ク ラ ンがshrineやcultの 利 害 を 分 けあ う｡辺 境 地帯 に住 む人 び とは若 者 や男 性 に対

して儀 礼 上 の奥義 伝 授 の一 連 の コ ンプ レ ック スを も ち,そ れ は秘 密 の 場 所 を必 要 と し,

家 屋 は彫 刻 を ほど こさ れた パ ネル,祖 霊 や タ ロ イモ を め ぐ る儀 礼 上 の 表 象(彫 像)で 飾

られ て い る｡サ イ ヨロ フ の領 域 に隣…接 す る テ レ フ ォ ミ ンー 帯 に は 儀 礼 の 中心 とな る

cult houseが み られた｡ Barth[1975]の 成 人 儀 礼 につ いて バ ク タマ ンで の 観 察 に よ

る と,シ ンボル や 意 味 が若 者 や男 性 によ り秘 儀 と して伝 え られ て い くと い う｡女 性 に

は きび しい タ ブ ー とな って お り,筆 者 は比較 的近 い所 に いた が情 報 を確 認 す る こ とが

で きな か った｡一 連 の イ ニ シェ ー シ ョ ンをBarthは コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの シス テ ム

と見 て お り,バ クタ マ ン文 化 の最 も丹 誠 の こめ られ た一 連 の シ ンボ ルを 意 味 す る と い

う｡主 だ った儀 礼 とい え ば,ク ラ ンの祖 霊 崇拝,森 林 や 獲 物,タ ロイ モ,地 縁 集 団 の

もつ祠,先 祖 に 関す る もの で あ る｡儀 礼 を リー ドす る の はそ れ を専 門 にす る人 間 か,

長老 で あ る｡イ ニ シエ ー シ ョンや儀 礼 活 動 は共 同体･つ ま り部族,あ るい は ク ラ ンの

繁 栄 の 尺 度 で もあ る｡人 び とは獲 物 や タ ロ イモ の た め に饗 宴 を 計 画 し,そ れ に加 わ り

共 同 体 と地 域 関係 の信 頼 を か た あ る｡集 団 が 繁 栄 す る た め に は,食 糧 資 源 に依 存 しな

けれ ばな らな い の で あ って,儀 礼 に よ って 保 証 され よ う とす る ので あ る｡こ の よ う な

社 会 は,集 団 を弱 め生 存 を 危 う くす る とこ ろの 呪 い,迷 信,死,殺 害,戦 い,誘 拐 か

らう け る被 害 に悩 ま され て きた｡交 易 を通 して 未 知 の人 間 と の接 触 は危 険 とさ れ,猜

疑 心 が 向 け られ た｡と い う の も病 気 や呪 い は見 知 らぬ人 に よ って もた ら され る と想 像
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され た か らで あ る｡そ の た め か他 集 団 か ら きて い る女 性 が 犠 牲 に な る こ ともあ った｡

辺 境地 帯 の社 会 が 不 安定 な微 妙 な状 況 に おか れ て い た と も いえ る｡

 一方,人 口 の密 集 して い る 高 地 社会 は力 と強 さが 溢 れ て お り,い くつ か のlocal

groupが 集 ま って部族 に な れ ば,そ の部 族 自体 に国家 が体 現 され て い る と もい え る の

で あ る[KRADER l972:32]｡

高 地 社 会

 高 地 人 た ちは彼 ら自身 の環 境 を よ く熟 知 して い る ばか りか,他 の領 域 の資 源 につ い

て も十 分 心 得 て い る｡道 具 製 作 の材 料 も周縁 部 との交 易 によ り入 手 して きた｡ニ ュー

ギ ニ ア高 地 ほ ど太 古 よ り交 易 ル ー トが 発達 した地 域 はな いで あ ろ う｡塩,顔 料 にな る

粘 土,植 物 油 脂,樹 脂,鉄 製 品,弓 の材 料 で あ るblack palm(Licuata Palmae)な ど

の 価 値 あ る交 易 品 は中心 部 に は な く,高 地 周 縁 部 に住 む人 々 と の交 易 の輪 を通 して 入

手 して い た の で あ る｡事 実,高 地 で は 白人 と接 触 す る以 前 に鉄 製 品(斧,ブ ッ シュ ナ

イ フ等)が 交 易 を通 して 既 に入 って いた｡

 さつ ま い も栽 培 が定 着 した高 地 に お け る人 口が爆 発 的 に増 加 した こ とは既 に述 べ た

が,さ つ ま い も畑 と共 に居 住 地 も海 抜2,600m以 上 の斜 面 に まで 及 ん だ｡ワ ギ漢 谷

の東 部 を 占め るチ ンブ ー(現Simbu Province)は 今 日,パ プ ァ･ニ ュ ーギ ニ ア の 中

で 最 も人 口密 度 の高 い地 方 で あ る｡社 会 集 団 は 同一 の 言語,文 化 を共 有 す る こ とを 明

確 に示 す 名 を もつ ク ラ ンがlocal groupを 構 成 して い る｡チ ンブ ー地 方 で は集 団 内 や

集 団 間 の関 係 も他 の高 地 社 会 よ り もス ヶ 一ル が大 き い｡こ れ は人 口密 度 に 関係 す る｡

一 平 方 哩(50/km2)に125人 と い う数 字 が移 動 農 耕 あ るい は土 地 利 用･居 住 に と って

の あ る限 界 と され て い るが,チ ンブ ーで は耕 作 地帯 で最 も人 口密 度 の高 い所 は一 平 方

哩350～450人 に達 して い る[BRowN l978]｡領 域 はsub-group毎 に分 れ て い る｡

sub-gro亘Pは サ ブ･ク ラ ン, men's housc group,家 族 か ら構 成 され･慣 習 に よ り資

源 利 用 や一 定 の土 地 の中 で耕 地 に 対 す る権 利 を もつ｡重 要 な こ とは部 族 に と って も,

個 人 に と って も現 在 と過 去 で 土 地 利用 と土 地 の価 値 が大 き く変 って きた こ とで あ る｡

いか な る土地 も個 人 あ る いは 集 団 の財 産 と して み られ て い る｡土 地,森 林,資 源 が豊

富 な 所 は土 地 を め ぐって 集 団 間 の 対 抗,競 争,所 有権 の主 張 は な い｡あ る特定 の資 源,

例 え ば森 林 に あ る果 実 や 木 の 実 の な る木 が争 い の原 因 にな り うる が,居 住 地域 や耕 地

に対 して 責 め 合 う こと はな い｡

 高 地 の 社 会集 団 といえ ばpatrilineal clanと い った血 縁 集 団 で あ る｡こ れ らはそ の

起 源 に お いて 共 通 の祖 先 を もつ と考 え られ,土 地 や 地 域 に屡 々結 びつ け られ る｡最 大
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写真1 チ ンブ ー地 方,サ ブ･ク ラ ンか ら成 る村｡

のlocal groupはclan group(tribe)で,800～1,000人 に及 ぶ｡筆 者 の調 査 して いた

グ ナ ンギ族 は,約4,500人(de facto 1970)で ク ラ ンはIorawaku, Emeri, Mauku,

Kwiam 1, Kwiam II, Marimugu, Kinku, Maukavaで そ の下 に18の サ ブ･ク ラ ン

が あ る｡聚 落 は 丘 の尾 根 に サ ブ･ク ラ ン毎 に作 られ て い た｡サ ブ･ク ラ ンの 人 口 は100

～500人 と様 々で あ るが,Kwiamの よ うに人 口 が増 大 した ク ラ ンで は別 地 に移 動 して

い た｡こ れ は オ ー ス トラ リア行 政 と接触 す る以 前 の こ とだ とい う｡Kwiam Iは167人,

Kwiam IIは130人 で あ った[HATANAKA l972:18]｡10cal groupの メ ンバ ー シ ッ

プ,集 団 の連 続 性,権 利,義 務,連 帯 は この ク ラ ン･シ ス テ ム か らき て い る｡ク ラ ン,

あ るい は サ ブ･ク ラ ン で さ え,そ の メ ンバ ー シ ップ は不 安定 で あ る｡結 婚 で の 出入

り,張 り合 って い る リー ダ ー た ちの 間 で お き る喧 嘩,集 団 問 で の喧 嘩 は,各 集 団 の メ

ンバ･一･ ec local groupか 血 縁 集 団 につ くか選 択 をせ ま る と い った こ とに で て い る｡高

地 社会 の特 徴 に は男 女 の 分 離 が あ る｡聚 落 の 中心 にはmen's houseと 儀 礼 を行 な う

広 場 が あ る｡男 は6～7才 頃 か らmen's houseで サ ブ･ク ラ ンの メ ンバ ー と して 起

居 を共 に す る｡各 家 族 はそ の周 辺 に家 を も ち,婦 女 子 や 幼 児,時 に は豚 もそ の 中 で飼

わ れ て い た｡高 地 社 会 で は夫 婦 で さ え,男 女 を 一緒 に見 か け る こ とは稀 で,男 女 は家

庭 生 活 の み な らず 社 会生 活 に お いて も異 った 役割 を もち,常 に同 性 の 肉 親,仲 間 と行

動 を共 に して いた｡人 口密 度 の 高 い チ ンブ ー地 方 で は社 会 生 活 はサ ブ･ク ラ ンに あ り,

同盟,結 婚,交 易 な ど につ い て も単 位 と な って いた｡ク ラ ン外,あ る いは 部族 の領 域

外 へ の旅 行 は非 常 に限 られ て お り,人 び と の関 心 も交易 圏 外 に のび る こ とは な か った｡

 各 世帯 の家 屋 は 中央 に炉 が あ り,夜 間 の暖 が と られ る外,時 に は料 理 もな さ れ た｡
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通常,料 理は屋外で大きな木の臼の中に焼石を入れ,青 物,芋 類を中に入れバナナの

葉で覆う蒸 し焼き料理である｡食 事は拡大家族が共にしていることが多い｡高 地にお

ける思春期の男女は共に社会的に快楽を許された時期をもつ｡local clan exogamy

であるため,彼 らは配偶者を他のクランに求めねばならない｡近 隣の他部族の若者が

集団で女性を訪ねてくる｡賑 やかなパーティーが夜半すぎまで続 くが,性 への冒険は

社会的に認められている｡こ の中から配偶者が決まるヶ一スが多い｡結 婚となると同

盟関係にある部族やクランの間で話がすすめられる｡交 渉は個人間でなされるのでは

な く集団で行なわれ,婚 資についてはクランのメンバー,あ るいはサブ･ク ランのメ

ンバーで討議される｡通 婚関係を見ても取引きの性格が強 く,夫 婦間の争いも婚資に

関 して双方の集団が満足 していない時には集団間の争いに発展 した｡婚 資は相手方の

要求に応じて伝統的な財(真 珠母貝のネックレス,子 安貝製身体装飾品,網 袋,極 楽

鳥の羽,野 豚の牙),斧,豚 が贈 られた｡高 地周縁部に比較 して婚資が高いため結婚

に際 して若者は親族のみならずサブ･ク ランの助けなしには成立 しない｡結 婚 した女

性が畑仕事に終日おわれているのは,畑 が村か らかなり離れていること,豚 の飼育 も

役割の一つであるからである｡畑 には栽培植物のみでな く半栽培植物がさつまいもの

間に種類多 く繁茂 している｡チ ンブー地方では豚祭が8～10年 に一度行なわれ,部 族

や部族同盟の名誉のため数百頭の豚が一度に屠殺される｡地 域により時は決まってい

ないが,こ の大饗宴が予定されるため,人 びとはその分の食糧を畑で用意 しなければ

ならない｡部 族の力の誇示 として食物の儀礼的分配 も屡々行なわれ,そ のための生産

も女性の労働にかかっている｡

リー ダ ー シ ッ プ

 メ ラネ シァ社 会 の特 徴 で もあ るが,中 央 集権 的 な政 治組 織 が欠 けて お り,秩 序 は ロ

ー カル･リ ー ダ ー の調 停 に よ って 維持 され て きた｡高 地 社 会 で は対 抗rivalryと 競 争

competitionが 集 団 間 と同様,個 人 間 で も強 い｡高 地 に お いてlocal leaderに 対 す る

統 一 的 な 定 義 は 困難 で あ るが,ピ ジ ン･イ ング リ ッシ ュで い われ るbigmanが リーダ

ー シ ッフ｡をと って きた とい え よ う
｡bigmanは 多 くの ク ラ ンに対 す る権 威 と い うよ り

も,む しろ彼 の 唯一 の影 響 力 は儀 礼 的 交 換 のパ ー トナ ー シ ップ に よ って 支 え られ て い

た とい え る｡自 身 の ク ラ ン と友 好 関係 にあ る ク ラ ン,父 系 血 縁 集 団 や姻 族 の メ ンバ ー

た ち とパ ー トナ ー シ ップ を も って い る｡彼 は ク ラ ンの メ ンバ ーを率 い,戦 いや 儀 礼 的

交 換 で 有 利 な競 争 を 通 して ク ラ ンの評 判 を 高 め た｡武 力 争 い に お いて は 弓術 に す ぐれ･

双 方 にそ の技 を認 め られ,交 易 に お い て卓 越 した手 腕 を示 す 強 いパ ー ソナ リテ ィを も
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つことがbigmanへ のステップであった｡ bigmanは 作物 と豚の飼育用にクランの

領域内で土地の請求権をもっていた｡彼 自身のための労働力の増加と重要な交換のパ

ー トナーになる姻族をうるため複数の妻をもつ ことが多かった｡ヴ ァイタリティーの

ある成功せるリーダーは従者をひきつけ,local groupを 確固としたものに発展させ,

集団の領域の拡大やメンバーの増加を計った｡こ のような時に他部族からの亡命者あ

るいは流れ者を受け入れることがあった｡bigmanはbigmanの 息子であることもあ

るが,彼 の地位は自動的に獲得されたものではなく,彼 自身の能力によって確立され

たものであることが多かった｡彼 の地位は物質や物理的な拘束に対する直接命令より

も,む しろ彼の影響力,あ るいは説得力に左右 された｡権 力は社会の安全と繁栄の状

態を維持することによって自らの立場を正当化するものである[BALANDIER 1967]｡

リーダーシップの固有の役目はなく,公 共における卓越はあくまでも個人の能力がも

のをいう｡リ ーダーシップによる名声や地位を受けつぐきまった方法はない｡チ ンブ

ーでは戦いに示 した能力だけでは名声は続かなかった｡bigmanは 年令的には中年以

上であり,儀 礼的交換や取引きにおけるす ぐれた弁舌,伝 統的な財貨の保有の外に喧

嘩の調停にふるう腕前をもっていなければならない[畑 中 1975]｡高 地のバーゲ ン

地方では戦いの後での賠償に伴 う儀礼的交換mokaの 取引きでのbigmanの 活躍は

派手であった[STRATHERN l971]｡社 会･経 済の変化が始まった近年のbigmanの

最 も大きな役割は,部 族内での喧嘩の調停にあった｡彼 の権威のべ一スになっている

ものは説得力,経 済的地位,行 動力により強められたものであった｡喧 嘩や戦いでの

賠償は加害者と被害者の属する両集団の関係の正常化が目的である｡賠 償は力による

報復に代るものだけにメンバー全体で討議された｡連 帯,対 抗,競 争は高地社会のど

の部族間でも,個 人間でも見 られる普遍的な特徴といえる｡高 地社会では集団構造は

居住形態や人口分布により,あ る幅をもって観察されてきた｡こ の集団は地縁であり,

外婚単位であり,儀 礼的,政 治的集団でもあった｡

経 済 の 変 化

 第 二 次 大 戦 後,パ プ ア･ニ ュ ー ギニ ア全 土 の行 政 が 一 つ に ま とめ られ た もの の,ニ

ュ ー ギ ニ ァ地 区 とパ プ ア地 区 とで は社会 の発 展 度 や近 代 化 の 程度 が大 き な開 きを示 し

て い た こ とか ら両地 区住 民 の ア イデ ンテ ィテ ィ もは っき り分 れ て しま った｡住 民 の9

割 以上 が文 盲 で あ った ニ ュー ギ ニ ア高 地 人社 会 で は1950年 後 半 ま で 目立 つ 変 化 は お こ

らな か った｡一 方,気 候 の良 い高 地 に 白人 の 移住 が続 いた｡ゴ ロ カ,マ ウ ン ト･バ ー

ゲ ンな ど は 白人 社 会 が 作 った 町 で あ った｡オ ース トラ リア の ニ ュ ーギ ニ ア行 政 もそ の

210



畑中 部族社会における近代政治の過程

規 模 が 大 き くな りAustralian School of Pacific Administration.(Sydney)で 教 育 を

受 け た地 方 行 政局 の役 人 で あ る パ トロー ル･オ フ ィ サ ー,通 称 キ ア プ(kiap)が 地 方

に配 属 され た｡キ ア プ は司 法･行 政権 を 委 ね られ,原 住 民 の上 に絶 大 な 力 を持 って い

た｡高 地 に移 住 して き た 白人 は"一 旗 組"が 多 か った｡無 一 文 で オ ー ス トラ リア か ら

出 て きた者 も少 な くなか っ た｡ニ ュー ギ ニ ア行 政 府 は彼 らに産 業 を お こす よ う奨 励 し,

援 助 を惜 しま な か った｡高 地 で 白人 に よ る珈 瑳 や 茶 の農 園 が1950年 代 に入 って始 ま っ

た｡農 園 に必 要 な 労働 力 を供 給 す るた め,政 府 は半 ば強 制 に近 い形 で 高 地 人 を 召 集 し

た｡既 に貨 幣経 済 の中 に お り,現 金 の価 値 を知 る海 岸 地 方 の住 民 の応 募 は少 な く,プ

ラ ンテ ー シ ョ ンで 働 く労 働者 の三 分 の一 に満 た な か った[HATANAKA 1972]｡政 府

は ニ ュー ギ ニ ア の財 源 を 確保 す る た め,白 人 の企 業 に多 大 な協 力 を約 束 した｡先 づ 労

働 力 確保 の た め,1951年,Highlands Labor Schemc(高 地 労 働組 織)を 設 立 した｡

Highlands Labor Schemeは 高 地 社会 に 白人 との接 触 につ い で 大 きな変 化 を もた ら

した｡こ れ は政府 が キ ア プを 通 じて,成 人 男 子 を 契 約 労 働者 と して 地 方 外 の 白人 の プ

ラ ンテ ー シ ョ ンに送 りこむ 組 織 で あ った｡そ れ まで 身 の 安全 か ら部 族 の 境 界 を越 え た

こ と もな けれ ば,言 語 の異 な る人 び とに接 した こ とが な か った高 地 人 に と って 出稼 ぎ

よ り も好 奇 心 にか られて 海 岸 地 方 や他 地 方 に 出か けた｡当 時 は未 だ 交 通 手 段 は 非 常 に

困 難 で制 限 が あ り,高 地人 が 外 部 に 出稼 ぎ に 行 くこ と は殆 ど出来 な か った｡部 族 に

よ って は 成 人 の 男子 の50～60%が 雇 用 され 出 か け た｡狭 い土 地 で 人 口密 度 の高 い所

の部族 か ら 雇 用 され た｡こ の プ ロ ジ ェ ク ト に は部 族 社 会 の 人 間 に 他 地 方 の人 間 や 白

人 に接 触 させ,新 しい経 験 を与 え る意 味 あ い もあ った｡チ ンブ ー地 方 の人 口密 集 地 か

らは1965年 ま で に殆 ど の青 年 や 男子 が あ る時 期 に出稼 ぎの た め に村 を 離 れ た経 験 を も

つ に 至 った[畑 中 1975]｡Highlands Labor Schemeで 雇 用 さ れ た高 地 人 で再 契

約 した もの が 殆 ど い なか った と い うの も後 日,政 治 問 題 化 した 程 の 低賃 金 と苛 酷 な

労 働 が原 因 で あ った｡プ ラ ンテ ー シ ョ ンに よ って は 強 制 労 働 に 類 す る もの が あ り,

Hjghlands Labor Schemeに 関 す る資 料 は ニ ュ ー ギニ ア行 政 府 の 中で 極 秘書 類 だ っ

た｡雇 用 さ れ た高 地 人 は二 年 間 の労 働期 間 中 に ピジ ン･イ ング リッ シュが 話せ るま で

にな って い た｡そ の た め 後 日,白 人 の店 で働 い た り,白 人 家庭 の召 使 い(ニ ュ ー ギニ

アで は男 か,夫 婦 が 家事 に雇 用 され た)と い った仕 事 につ くこ とが で き た｡当 時 は 白

人 の移住 が増 す 一 方 で プ ラ ンテ ー シ ョン帰 りの者 に は比 較 的 仕 事 が あ った｡キ ア プを

は じめ 白人 た ちは,例 外 な く低 賃金 で す む 原住 民 の 召使 い を雇 用 した｡1950年 代 の後

半,高 地 人 社会 に も換 金 作 物 と して珈瑳 が 導 入 され るや プ ラ ンテ ー シ ョンへ の契 約 労

働 者 の募 集 は高地 で 困難 にな って きた｡そ れ まで は 労 働 の習 慣 のな い 若者 よ り も既 婚
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写真2 換金作物か ら現金収入をえだ したと

ころでは,婚 資には札束が必要 とな

った｡見 せび らか しなが ら婚資を運

んでいるところ｡

者を主として募集していたが,こ れ以

後は年令が下る一方で土地をもたない

か,ま だ相続 していない20才前後の者

が多 くなった｡海 岸地方へHighlands

Labor Schemeを 通 しての出稼ぎは高

地社会の地域発展や住民の生活向上に

は殆ど作用 しなかったというのも,公

表がはばか られた程の低賃金のため労

働者たちはごく僅かな現金しか部族社

会へ持ちかえれなかったからである｡

白人家庭や商人の所での就労の方が人

びとがクランに現金を持ちかえること

ができたのである｡一 方,白 人のプラ

ンテーションは莫大な利潤を得たので

あった｡

 換金作物の珈瑳や茶の栽培が原住民

社会で軌道にのるや投資 を呼び か け

Coffee Co-operative Society(珈 瑳協

同 組 合)が 生 まれ た｡高 地 に お け る珈 瑳 の生 産 は1958年 か ら1965年 位 まで に急 激 に伸

び た が,栽 培 技 術,市 場 売 買,生 活 で の輸 入 物 資 の 消費 は同 じよ うに は伸 び な か った

[畑 中 1975]｡農 業 指 導 員 の巡 回 も国道 沿 い の 村 で 散発 的 に行 な わ れ た程 度 で,大 部

分 の所 はプ ラ ンテ ー シ ョ ンで 働 い た 時 の見 よ う見 真 似 で あ っ た｡そ れ に比 べ て 隣…接 の

Eastern Highlands地 方 は土 地 が 十 分 にあ る上, bigmanが 大 土 地 所 有 者 にな って い

た こ と もあ り経 済 発 展 の状 況 が異 な る｡白 人 の珈 瑳 プ ラ ンテ ー シ ョ ンの 成 功 を ま の あ

た り に して い るゴ ロカ地 区 で は,モ テ ィベ ー シ ョ ンを 与 え られ た住 民 が1950年 代 後半

に入 って 珈瑳 栽 培 を始 め た｡土 地 所 有 者 は ク ラ ンの メ ンバ ー の協 力 を得 て プ ラ ンテ ー

シ ョ ンに成 功 した｡大 土 地 所 有 者 はbigmanあ るい はそ の 息 子 や一 族 で あ っ た｡豊 か

な農 民 へ の第 一歩 で あ った｡白 人 を マ ネ ジ ャ ーに雇 用 して 着 々 とプ ラ ンテ ー シ ョ ン経

営 を進 め た のみ な らず,商 売 も多 角 的 に始 め た｡1960年 代 半 ば に は,ビ ジネ ス･リ ーダ

ー(bik Pelαman bilong bisnis)と して ゴ ロカ の町 に住 む 白人 や 地 元 民 の 間 で次 第 に評 判

が高 ま って い った｡Finneyは ゴ ロカ の10人 の ビ ジネ ス･リ ーダ ーの 背 景,動 機,経

済発 展 に果 す彼 らの役 割 を 調 査 した｡彼 らの プ ラ ンテー シ ョ ンの珈 瑳 の 木 は 平 均 して
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      表1 換金作物導入前のゴロカにおけるビジネス･リ ーダー経験

名 前 就学年数 個人雇用の型 政 府 雇 用 の 型

シ ナ ケ･ギ レギ レ

ロ ベ リ･ア ク ナ イ

ァ ポ･イ ヱハ リギ ェ

ビ ン･ア ラ バ キ

ソ  ソ ･ ス  ビ

ワ レ･カ ビ リ バ

ビマ イ･ノ イ ム ドノ

ボ ノ･ア ジ ナ パ

サ ブ メイ･コ ヒカ イ

ノ＼ リ ●=コ" ト ノ､

8

9

1

6

1/2

 8

機 械 操 作

召 使

召 使

プランテーシ ョ
ン労働者

召 使

 召 使

農事試験場助手

教員,書 記,看 守

バ トロール・ ポーター,ポ リス

村役入(ル ルアイ)

医療助手

農事試験場助手

村役人(ル ルアイ)

教員・農林局 助手

[FINNEY  1973: 87]

ざ っ と9,000本 以 上 で あ り,普 通 人 の 平均450本 か らみ れ ば20倍 に上 って い る[FINNEy

l973:85]｡最 高 の成 功 者Sinake Giregireは24,000本 以 上 の珈 瑳 を もつ プ ラ ンテ ー

シ ョ ンの 所有 者 で 白人 マ ネ ジ ャ ーに事 業 を まか せ,間 もな く政 界 入 りを した の で あ っ

た｡換 金 作 物 の珈 瑳 を導 入 す る以前 の ビジ ネ ス・ リー ダ ー の経 験 か ら(表1)を み て

わ か る よ う に,彼 らは皆,オ ース トラ リア行 政 とか か わ りを もって いた か,白 人企 業

に雇 用 され て お り一 般 の村 入 た ち よ り も"モ ダ ー ン"市 場経 済 へ の洞 察 の機 会 が与 え

られて いた とい え る｡

 後 日,高 地 の ビ ジネ ス・ リーダ ーの 政 治 に対 す る影 響 が 大 き くな る ばか りか,自 給

経 済 の部 族 社 会 か ら換金 作 物 導 入 以来10年 たつ か た た な い か で資 本 家 が あ らわ れ た こ

とは,も はや 高 地 社会 で の平 等 社 会 の原 理 は存 在 しえ な くな った とい え る｡ビ ジ ネス

・リー ダ ー の半 数 は 自治 政府 樹 立 以 前 か ら政 治 に 関与 し,House of Assembly, local

governmcnt counci1で も活 躍 した｡ゴ ロカ の ビジ ネス・ リー ダ ー は チ ンブ ー地方 の

政 治 家 の み な らず 住 民 た ちの羨 望 の的 とな った｡

2.政 治 の 発 展

 地 方 行 政 評 議 会(local government council)

 換 金 作 物 の導 入 に よ り経 済 力 を え だ した高 地 国 道 沿 い の部 族 社 会 に限 り,政 府 は地

方 自 治体 と して,地 方 行 政 評 議 会(以 下評 議 会 と略 す)の 設 立 を計 った｡チ ンブー 地

方 で は,1959年 に テ ス トケ ース と して設 立 さ れ た｡筆 者 の調査 地 の一 つ で あ る シナ シ
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ナでは1965年 に評議会が導入された｡シ ナシナ地区は,当 時人口約26,500で,地 方行

政局の役人であるキアプが3人 の他地方出身の原住民警官とパ トロール･ポ ス トに駐

在 していた｡1964年 に第一回House of Assemblyの 選挙が行なわれたが,う わさ

が届いただけでシナシナへは投票箱す らこなかった｡そ のため,1965年 の地方行政評

議会の選挙が住民にとって初めての経験であった｡評 議会についてのキアプの度重な

るキャンペーンに人びとは大きな関心を示 したのも部族の代表を選ぶことにあった｡

キャンペーンでは地方自治体が住民に与える利益,納 税,評 議会で制定可能な規則,

地域開発計面などが説明された｡住 民たちは,キ アプの突然の召集で政治への参加を

呼びかけられて混乱 した｡オ ース トラリア行政やキアプの批判はタブーであり,悪 口

がキアプに届 くものな らkot(即 決裁判)に かけられるとこわが り,誰 も表だって地

方行政に関して口にすることがなかった｡men's houseで の話題は暫 くの間,こ の新

しい制度についてであった｡真 正面か ら反対 したのは年 とった村役人たちであった｡

新 しい リー一･一一ダーとなる評議員(councillor)の 下では,誰 一人として地域活動のため

動かないというのが理由であった｡一 方,年 長者たちは女や若者と同 じ地位身分に甘

んじなければな らないことに抵抗があった｡誰 でも立候補ができ,新 しく選ばれたリ

ーダーが部族のメンバーを リー ドできる筈がないと信 じた｡評 議会反対の声は,現 金

で納める住民税への怖れからもきた｡住 民は老人を除いて成人男女は皆払う義務があ

る｡も し支払えないときには面子を失 くして しまうため年長者は懸念 したのであった｡

同じ地方でも遠隔地であるため政府に無視 され,診 察所や学校建設など他部族と平等

な恩恵を受けなかった地区では評議会の発足を望んだ｡評 議会に部族の代表を送って

いれば,他 の部族と同じような経験がえられるという期待からであった｡

 シナシナの住民は曖昧な理解のまま,評 議員の選挙に臨んだのであった｡1965年 の

評議会の選挙はテス トケースの意味もあり,評 議員の任期は一年 とされた｡多 くの者

が考えたことは,高 齢のため第一線で活躍ができないbigman,あ るいは他界 してい

るbigmanの 子孫を評議会におくるということであった｡地 元から外へ出稼ぎに行 っ

ているbigmanの 息子が選挙のために呼び戻されるヶ一スもでてきた｡彼 らは町で評

議員の社会的地位を目のあたりにしてきただけに,ク ランのメンバーの要請に応えて

帰郷 した｡選 挙区は国勢調査地区単位であったが,候 補者は地区代表 というよりもむ

しろ部族代表 として選挙に臨んだ｡bigmanの 息子,政 府で働いているドライバー

通訳(ピ ジン・イング リッシュと土語),警 官(ポ リス),村 役人,看 護夫(ド クター

ボーイ),ミ ッションの聖書学校助手など何 らかの形で 白人と接してきた人たちが立

候補の意思表明をした｡キ アプが投票箱をもってやってきた時には,ど の地区 で も
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写真3 地 方行政評議会 の開会式に先立ち,議 長の選 出に ウィスパー(耳 元

   で名前をつげる)の 方法を とったが,隣 席の者の名を大声でつげた

   り,目 が合 った相手の名をっ げた｡

men's houseで 既に指名が終 っていた｡政 府は無文字社会での投票をどのようにする

か模索中であったが,評 議会の選挙ではウィスパー(耳 元でささやく)か,候 補者を

最前列に立たせてその後に支持者を並ぱせるという方式がとられた｡選 挙の結果は政

府役人の予想に反 した｡人 びとに影響力の大きい リーダーとして政府 に記録 されてい

た人物は,そ の三分の一 しか選ばれていなかった｡政 府の記録によるとチンブー地方

で初めての評議員選挙の投票率は76%で あった｡女 の投票率はほぼ男と同じであった

[HATANAKA l972]｡こ うして評議員たちが地域社会の リーダーとして村役人であっ

たルルアイやツルッルにとって代わった｡

 評議会は月一回開催され,ア ドバイザーの キアプの他に地方行政府からアドバイ

ザーと称 して評議会のため,若 干 の訓練 を受けたキアプが来て会議に加わった｡記

録は全員が文盲であるためキアプが書記 をかねる｡発 足当時の評議会では年長者の

bigmanも 入っており,ピ ジン・イングリッシュで討論が無理であった｡そ のため評

議員の一人が通訳をつとめた｡会 合の前夜にキアプが評議員たちを集めて用語の説明

を行なうなど,キ アプは執務時間の75%を アドバイザーとしての仕事に費すほどであ

った｡税 金の運用をはじめ財政問題はアドバイザーなしでは不可能である｡住 民の代

表者たちが数字に馴れていなかったからである｡初 歩的な行政教育を行ないながら評

議会は一歩ずつ前進 した｡

 評議会の話題は,住 民の最も関心事でありながらも政府の役人に無視されて きた問
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題が先づ上ってきた｡豚 の越境による畑あらし,結 婚の婚資のとりきあなど部族社会

の問題が学校や医療施設 の討議の前に提出された｡ア ドバイザーの指導で財政･道 路･

税金,医 療,教 育に対 してそれぞれ委員会が設けられ,殆 どの評議員がこれらの委員

になった｡評 議員たちは肩書 きに満足 したが,ア ドバイザーの負担は大 きかった｡初

年度である196S～66年 の一年間のセナシナの評議会の経費はその63%が 道路の建設や

維持費 として費やされた｡6%の 滞納者があったものの,税 金でもって簡易診察所が

出来たり,渓 流に橋がかかったり,珈 瑳豆の皮むき器も地区毎に備えつけられるなど

目に見えた変わり方に住民たちは自信と抱負を抱き,地 方自治体としての評議会はス

ムースな回転を始めた｡政 府の地域開発への遅れがちな政策と対照的な活動であった

ことは事実である｡住 民の間で白人行政の怠慢がささやかれだ した｡

 一方,評 議員たちは彼らの曖昧な地位に気づき始めた｡政 府によって権威と力をも

たされていた村役人のルルアイやッルツルは地域活動や事件において行動する前に住

民の同意をとりつける必要がなかった｡評 議会が軌道にのりだ して くると,評 議員た

ちは住民に対 してパワーをもちたがったが,住 民は彼 らを リーダーとしてあまり問題

にしなかった｡権 力は具体的な状況や人間関係の中でどれだけの服従を確保できるか

という実効に即 してのみ語 ることができる[高 畠1980:51]｡評 議員の欲するパワー

は単に私人間の力関係であり政治権力として成立するものではなかった｡高 地社会で

は評議員たちが地域活動でキアプの絶対的な権力の行使や態度を真似るというケース

が少な くなかった[STRATHERN l970]｡評 議会の滑 り出しはア ドバイザー次第で,

写真4 シナシナ地方行政評議会は評議員たちの手で作 られた会議場で,地 域発

   展ヘゼロか らの出発 にいどむ｡
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地域によりかなり差が出てきた｡殆 どの評議員たちは自身の地域以外の政治問題に全

く関心を示さなかった｡住 民も評議員も地方自治体の活動を支持 し,満 足 していた｡

彼 らは地方 レベルでの自治に自信をえだした｡同 じ高地でも経済力がある東部高地の

Benabenaな どでは自治体への住民の関心が薄 く協力的でなかった｡そ れは評議会か

ら何が期待できるのか確信がもてなかったことによる[LANGNEss l963:152]｡政

治キャンペーンの不足が影響 していることも考えられるが,換 金作物から豊かな生活

をはじめていたことも原因の一つであろう｡

 評議会のテス トケースが終わり,1966年 に2年 任期の評議員選挙がおこなわれた｡

評議員の任期は通例4年 であるが,2年 後にHouse of Assemblyの 選挙を控えてい

るためにそれに合せ られた｡二 度目の評議員選挙では38議席に対して64人 が立候補 し

た｡28人 の元評議員が再選された｡前 回の評議会で活発な発言を してきた9名 は無競

争の当選であった｡一 方,落 選 した元評議員は前回の得票の半分もえられなかった｡

どの選挙区でも当選者の票数は次点の倍以上に達していた｡二 度目の評議会選挙では

候補者の指名は以前にも増 して関心がもたれた｡men's houseで 夜毎 に男女が集まっ

て議論され興奮の渦がまいた｡シ ナシナ地区の16,500人 の有権者のうち,15,900人

が投票した｡投 票率は96%で ある(Sinasina Council Presjdent Annual Report

1966-67)｡グ ナンギ族では候補者をクラン,あ るいはサブ･ク ラン毎にたてた｡選

挙はクラン間のコンテス トであった｡一 選挙区が複数の候補者をもつ場合,各 グルー

プのbigmanの 間で話 しあいが行なわれた｡人 びとはクランで指名した以外の候補者

に投票する者は非常に少なかった｡こ れはクランの支持な しに立候補 しても成功する

見込みがないことを意味した｡政 治に参加 しだして二年目の住民は評議員は自分たち

の代表であるという認識を深めていったが,評 議員たちは代表という意識はなくリー

ダーとしての威信をもちだした｡評 議員たちは彼ら自身の地域よりも進んだ近隣…の評

議会に関心を向けた｡し か し,豚 の問題や婚資の問題は依然として議題に屡々登場 し

ていた｡当 時,町 の評議会の議長たちがオース トラリアへ議会,地 方行政評議会の見

学に出かけたことを知ったチンブー地方の評議会も遅れじと強 くアドバイザーに訴え

た｡対 抗･競 争は近代政治に参加 しだしても変わることがなかった｡チ ンブー地方で

は政府の役人が不足 しているため役人の移動が激 しかった｡シ ナシナでは一年間にア

ドバイザーが三度変わった｡こ れには評議員たちも不満を訴えた｡現 金収入を増すた

めに珈瑳の栽培に関して評議会で屡々議論されて農業指導員の派遣を政府に要請 した

が,行 政か らの反応はなかった｡ア ドバイザーだけでな く,そ れを受けた部局の役人

たちも休暇や配置がえでそのままになっていることが多かった｡一一方,政 府 としては
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一挙にあちこちの評議会から要請があり,処 理 しきれず評議員たちを納得させる返事

は殆どこなかった｡部 局のスタッフ不足で不可能という返事が多かった｡ニ ューギニ

アにおけるオース トラリア行政の体質が地方行政評議会という地方自治体の誕生に伴

い露見 した｡こ の頃より住民たちは,次 第に自治政府(self-government)に 関心をも

ち,あ ちこちで話題になりだ した｡

 評議員たちは リーダーとして彼 ら自身の力を過大評価 しだした｡一 方,彼 らは選挙

民か ら人気を失わないためどっちつかずの道を選ばざるをえな か った｡全 評議員 が

1968年 の選挙に出馬を決意 した｡こ の選挙より任期は4年 間となる｡地 元の利害に直

結する選挙だけに住民の関心は高まる一方であった｡立 候補希望者が多 くなってき,

men's houseで の夜毎の会合ではまとまらな くなった｡ bigmanは 複数の候補者を指

名した｡こ の選挙か ら地区委員ともいうべきkomiti(ward committce)が サブ･ク

ラン毎に選出され,こ れには女性 も選ばれた｡新 しい制度の導入以来,men's house

でも女性からかなり強い意見が出だし,男 性たちは女性を無視できな くなった｡

 三選 された評議員の顔ぶれからいえることは,彼 らの入気はやはり彼ら自身の努力

でもって獲得されたもので,古bigmanと のかかわりは 弱 くなっていった｡ men's

houseに 住む老人の世話,現 金収入のない家族の納税の援助など犠牲的精神のあるこ

とも評価されていた｡慣 習的なこと一冠婚葬祭の贈答,他 部族との取引きでクランの

威信を高める手腕などが評価されることは以前と変わらなかった｡新 しい政治体制の

下でかつての宿敵同士間でいかに友好関係を成立させるかということも威信獲得に影

響 した｡評 議員たちは威信を高めるには,物 理的に動 くだけでは駄目で弁舌の技術も

必要であった｡人 びとを説得するためには大声で繰返し,長 々と話すことができなけ

ればならなかった｡交 易 におけ る弁説 を通 して 自己のクランを有利に導いてきた

bigmanと 同様な評価を受けた｡雄 弁家は当選 しやすい｡

 第三期の評議会の最大関心事は,生 活レベルを上げるための経済発展の計画にあっ

たが,未 だ数年の経験ではア ドバイザーや政府の強い支持な くしては不可能である｡

第一一期評議会では道路や運営･建 設に,第 二期評議会では公衆衛生や教育関係に大き

く予算がさかれた｡第 三期には地域の経済発展を目ざすという順調な歩みを見せた｡

活発な評議員から屡 々非現実的な議題が出されることもあった｡ア ドバイザーが変わ

る毎に,ま た新 しい評議員が選ばれた時など折あるごとに繰返 しその種の議題がださ

れた｡そ れは公立小学校 も殆どなかったチンブー地方に大学の設置とか,酒 場つきの

ホテル建設,オ ース トラリアへの研修旅行などであった｡彼 らの近代化には白人社会

がモデルであった｡パ プア･ニ ューギニアに住む白人の富.と力は,彼 らにとって限り
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ない羨望の的である｡4年 間の地位が保証された評議員たちは,評 議会の活動を助長

させることができた｡地 域発展のたあの徴税に問題がでてきた｡そ れは地域の不在者

が加速度的に増加 しており,税 収入に大 きく影響 してきたからであった｡呼 び戻 し策

に名案がでなかった｡評 議員たちは白人 ミッショナリーからも徴税を主張 し出 した｡

この評議会は政府に対 して,チ ンブー人を半ば強制で契約労働に送ったHighlands

Labor Schemeが 怪我人や死者を郷里に送還するよう,人 道的扱いの要求を決議 した｡

評議員たちは,小 売店が増加するにあたって競争にならない白人の小売店の制限を訴

えた｡州 都Kundiawaで の放送局設置,ピ ジン･イ ング リッシュと同時にチンブー

最大の言語集団であるKuman語 による放送でチンブー地方以外のニュースを望んだ｡

 チンブー地方の地方行政評議会連合では婚資の廃止が話題に上 った｡猟 銃の免許

一 これは車 と同様にステータス･シ ンボルとして憧れの的であった一 も政府に申請さ

れた｡こ の会議で地方自治体が初めて自治政府に向って歩調が揃い,前 向きに討議さ

れたことは注目に値する｡

政 治 文 化

 パ プ ア･ニ ュ ー ギ ニ ア の憲 法 の 中 に は伝 統 的 な メ ラネ シァ の政 治･社 会 の性 格 に つ

いて そ の信 念 が盗 れ て い る｡そ こ に強調 さ れ て い る こ と は,"Melanesian way' sで

あ って,親 族 集 団 へ の義 務 と部 族 やlocal groupの 成 員 の 間 で の 同意 の取 りつ け と妥

協 へ の 過 程 で あ る[STANDIsH l978]｡パ プ ァ･ニ ュー ギ ニ ア で は一 般 に社 会 的 特権

とか,政 治 的 リー ダ ー シ ップ は帰 せ られ るべ き性 格 の もの で は な く,成 就 され る もの

で あ る とい う ク ラ イテ リア に基 づ いて きた｡伝 統 的 な メ ラ ネ シ ァの政 治文 化 の もつ 普

遍 的 な概 念 が どの よ うな もの で あ るか,筆 者 の調 査 経 験 のあ るチ ンブ ー地 方 を 中心 に

考 察 した い｡パ プ ア･ニ ュー ギ ニ ア社 会 が 基本 的 に平 等 主 義 社 会 とい わ れ て きた の は,

集 団 の 同意 に よ って 支 配 され て きた こ と,リ ーダ ーで あ るbigmanに 対 して も限 られ

た 役割 しか帰 して いな い こ と,地 位 獲 得 の競 争 が万 人 に開 か れ て い た こ と,社 会･経

済 的 に も階 層 の分 化 が な い こ とに負 う｡

 そ もそ もbigmanモ デ ル が注 目 され た の は,1930年 代 に海 岸 地 方 や島嶼 地方 で の最

初 の 村 役人 の任 命 の基 準 か らきて い る｡地 位 や権 威 に よ る階 層 は,あ る海 岸地 方 で は

存在 した が高 地 で は知 られ て い な い｡力 の あ るbigmanに 従 う人 び との 流 動性 は･高

地 社会 にお け る名 ばか りの父 系 氏族 を め ぐって,1960年 代 よ り論 争 が 尽 きな か った｡

ニ ュ ー ギニ ァ高 地 で は メ ラネ シ アの他 の ど の地 に見 出 さ れ るよ りも大 きな 政 治単 位 に

連 合 す る こ とは見 逃 せ な い｡し か し,bigmanの 特権 的 地位 の きま った世 襲 の型 は な
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写 真5 bigmanは 自分 の引退する時が きたとい う｡し か し婚資の検討には必ず

    呼びだされる｡コ インを積んで目下検討中｡

か った｡bigmanの リー ダ ー シ ップ の種 類 に は,武 力 争 い にお け る闘士 と マ ネ ジ ャ ー

タ イ プ(や り手)の 二 つ が見 られ た｡大 きな集 団 の リーダ ー シ ップ は富 と交 易 で 成 功

す る弁 舌 に よ り成 就 さ れ る｡最 小 の重 要 な 集 団 は サ ブ･ク ラ ンにあ り,men's house

グ ル ー プで あ る｡bigmanは 各 サ ブ･ク ラ ンで1～2名 いた｡全 体 と して 肉体 的 に強

く,威 圧 的 で卓 越 を 示 す 〈強 い男 〉 は,適 度 な や り手 で富 を 蓄 積 した者 ほ ど成 功 しな

い と もい わ れ る｡bigmanは 人 び とを援 助 しう る能 力 か･人 び との 尊 敬 を か ち とるか

で 人 び とを支 配 す る こ とが で き,そ の限 りに お いて リー ダ ー と して の地 位 に止 ま りう

るの で あ る｡Strathern[1971]はbigmanの 特 徴 は リーダ ー が性 格 的 に人 を ひ きつ

け,公 け に お い て も政 治 にお い て も自 治体 制 の よ うな もの を創 造 す る こ と にあ る と強

調 して い る｡

 チ ンブ ー地方 の ク ラ ンや サ ブ･ク ラ ン内 の リーダ ーた ちが共 同 に行 動 をす る にあ た

って の 対 等 関係 も習慣 的 な も ので はな い｡リ ーダ ー間 に見 られ る関 係 は比 較 的 無 政府

的 で あ り,各 人 は 彼 らの 間 に あ る従 属 関係 もは っき り しな いま ま でパ ワー を め ぐって

葛 藤 して きた｡サ ブ･ク ラ ンの階 層 も継 承 の伝 統 もな い｡高 地 社会 で は男 に と って 序

列 の シス テ ム はな い が,最 低 の地 位 と して 男 の 中 で10%ほ どの 〈rubbish man(甲

斐 性 な し)〉 とよ ば れ る者 が い る｡そ の 多 くは妻 を 貰 いそ こね た男 でbigmanの ため

に 働 き養 なわ れ て い る｡こ の くrubbish man>は 時 に は サ ブ･ク ラ ンか ら出 て しま っ

て他 の集 団 に流 れ 者 と して入 り,そ こでbigmanに 生 活 を保 証 され 集 団 の成 員 に な っ

て い る こ とがみ られ た｡高 地 の伝 統 的 な リーダ ー シ ップ を議 論 す る時 に二 つ の 問題
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つ ま り男 は どの よ うに して リーダ ー に な れ るか,リ ーダ ー た ち は相 互 に,あ るい は従

者 た ち に如 何 な る抑 制 を行 使 す るの か に絞 られ る｡

 オ ー ス トラ リア 政 府 は ドイ ツ の ニ ュー ギ ニ ア 行 政 に な ら って,部 族 社 会 でlocal

group毎 に村 役 人 を任 命 した｡ク ラ ンか らル ル ア イ を,サ ブ･ク ラ ンか らッル ッル を

指 名 し,行 政 と部 族 社会 とのつ なが りを も った｡高 地 で は1946年 か ら人 口調 査 が 始 め

られ,次 々に村 役 入 た ちが任 命 さ れ た｡部 族 社 会 で のbigmanは 強 い戦 士 で あ り,部

族 の 習慣 に通 じて い る者 で あ った が,白 人 の 行 政 下 で新 しい社 会 に入 るや彼 の役 割 は

削 減 され る こ とに な った｡新 しい リーダ ー と して 登 場 した村 役 人 は キ アプ によ って 指

名 さ れ たが,選 ば れ た基 準 はい ろい ろで あ った｡bigmanが ル ル ア イ にな る場 合 もあ

れ ば,キ アプ のパ トロール に積 極 的 な協 力 を した 者 が 指 名 さ れ た り,ミ ッシ ョナ リー

の推 薦 に よ り新 しい リーダ ー とな った者 もい た｡ル ル アイ は村 に お け る政 府 の代 弁 者

で あ り,秩 序 の 維 持 に対 す る責 任者 で もあ った｡暴 力 に訴 え る喧 嘩 や キ アプ の伝 達 事

項 に従 わ な い者 を 報告 しな けれ ばな らな か った｡彼 も部族 の一 員 で あ る｡新 た に リー

ダ ー に指 名 され た と ころ で,キ ア プが 後 ろに 立 た な い限 り力 が あ るわ け で は な く複 雑

な 立場 に立 た され て い た｡事 実,部 族 間 の喧 嘩 に厘 々ル ル ア イや ッル ッ ル が参 加 して

い た｡キ アプ が 村 に巡 回 して くる の は年 に一 回 で,平 素 は 住 民 も キア プ も互 い に無 関

心 で あ っ た｡伝 統 的 な リーダ ーで あ るbigmanの 影 が薄 くな る につ れ,ル ル ア イが

bigmanに 代 っ て しま った 所 も少 な くな い｡新 旧 リー ダ ー が共 存 す る時代 は地 方 行 政

評 議会local government councilが 設 立 され るま で続 い た といえ よ う｡筆 者 が見 て

きた 高 地 社会 の リーダ ー は〈マ ネ ジ ャ ー〉タ イ プで あ るか,〈 デ ィ レク タ ー〉タ イ プ の ど

ち らか で あ る｡後 者 は,彼 が代 表 して い る集 団 か ら尊敬 を求 め よ う とす るポ ー ズ か ら

強 い戦 士 の イ メ ー ジを与 え て きた｡そ して外 部 か らは 過大 評 価 さ れて いた よ うで あ る｡

バ ーゲ ンにお け る リーダ ー シ ップ の 研究 でStrathemは,何 で もなか った 者 を オ ー ス

トラ リア人 役人 が リー ダ ー に仕 立 て 遂 に暴 君 の よ う に した こ とを指 摘 して い る｡一 目

お かれ て い る リー ダ ー に対 して 〈森 の木 の よ うな男 〉 とい う表現 がバ ーゲ ン地 方 で 聞

か れ るが,チ ンブ ー地方 で は,現 在 この 表 現 に 地方 行 政 評 議 会 の 会合 に 出席 して も一

言 も発 言 しな い で座 って い る評 議 員 に対 して選 挙 民 た ちが 嘲 笑 的 に使 って いた｡弁 は

た た な い が豚 とか 伝統 的 な財 を 多 くも って い る者 は小 リーダ ー と して是 認 され て い た｡

集 団 に威 信 を もた らす ク ラ ン間 の交 換,訴 訟,死 や 結婚 の弁 償 で ク ラ ンの成 員 を 助 け る

能 カー 甲斐 性 一 や 自身 の支 払 い を成 功 させ る能 カー 信 用 で も って 相手 か ら交 換 物 資 を

前 も って得 る一 な どか ら察 せ られ る よ う にか な りの策 略 が み られ る｡リ ーダ ー は集 団

間 の争 い を お さ め る調 停 を 上手 くあ やつ る能 力,敵 対 関係 に あ る集 団 間 で の交 換 に対
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して平和的弁舌や調整をはかる能力が期待される｡リ ーダーは威信にかけて法外な公

的主張をクランのためにする｡交 換のパー トナーを強引に自分にひきつける能カー圧

力をかけたり,お 世辞の手口を必要とする一 も屡々み られ る[STRATHERN l966=

358]｡bigmanは すぐれた貢献者からリーダーに至る様々な役割を集団間の交換で果

していた｡1960年 代後半,バ ーゲ ン地方では二個の貝を貰ったならば四個の貝を返さ

ねばならない｡つ まり返 しの贈物は元の倍になる｡半 分は元への返 しであり,あ との

半分はmokaで ある[STRATHERN l971]｡リ ーダーシップが信用による故にbigman

はクランの成員にお世辞,約 束の引延ばしなど策略を用いることができる｡こ れが重

要な政治的な像になっている｡bigmanが クラン内に複数でいる場合,お 互いに支配

しようとするよりも,む しろ他のクランを自分のクランのため配下におこうとした｡

又,彼 は経済的な支持をうるためにクラン内での競争を避けようとした｡植 民地行政

下においてもbigmanに しろ,ル ルアイにしろ彼 らの支持者であるサブ･ク ランの多

くの人びとのため保証人 として振舞iい,中 心的な存在であった｡以 前 と異なっていた

ことは,彼 らのクランが果 さねばならない賠償へは一貢献者になっていたことであっ

た｡そ して リーダーは専制よりもむしろ説得によるといった政治的協同に大きく変化

している｡高 地社会が均等 といった広い線引きの中で文化的なヴァリエーションに特

徴づけられていることは,チ ンブー地方とその隣…接のバーゲ ン地方にも見られる｡例

えば リーダーの地位はバーゲンではチンブーで評価される口論喧嘩の調停能力よりも,

むしろ直接にモカ･シ ステムにおいて示される彼の能力に左右された｡小 リーダーと

見なされている豊かな者は,ク ランの独身者で俗に 〈rubbish man>と いわれている

者や他部族か らの亡命者などを寄生させて働 き手に加えていた｡

 チンブー地方における政治組織は多くの不安定な要素をもっていた｡人 口が増大 し,

度々の衝突が集団の統合を妨げ,ま た移住や新 しい協力関係をもたらしていた｡チ ン

ブーの リーダーたちは財産の蓄積もな く,子 孫に対 して残す機会 も殆どなかった｡十

分な土地のないことが大きく影響 している｡政 治組織での集団の連帯は,集 団間の対

抗を通 して成就された｡政 治単位は名前をもつ種族,あ るいはクランで,厳密ではない

が一定の領域をもち,伝 統的に団結 しており連続性がある｡そ して種族外のものに対

する共同防衛,儀 礼･贈 与における連帯行動をとった｡チ ンブーの種族間の対抗には

競争的な見せびらか しと饗宴における贈与の大きさ,武 力争いでの勝利,リ ーダーた

ちの従者がどれほどいるかなどに関係 した｡主 な政治的努力 といえば土地,富,威 信

のための種族間の競争である｡チ ンブーでは外来者を受け入れ,集 団の成員に入れた

上で土地を与えた｡土 地がない場合でも経済的に助け,そ の人びとの身分を問題にす
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ることはなかった｡事 実,植 民地時代の初期に政府や ミッションに自身で積極的に近

づいてきた男は,そ れぞれの理由のある亡命者が多かった[STANDIsH l 978:21]｡

彼 らは新 しい制度を巧みに利用 して自身が身を委ねている集団,あ るいは自身の集団

で偶然に支配する立場に甦えったといえる｡時 代が下るが,独 立後のシンブー州の知

事,副 知事もこの例に洩れない｡

 地方行政評議会が高地に導入されて5年 経た時,ロ ーカル･リ ーダーとして評議員

は四つのタイプに分けられた｡

 1)評 議会と村人たちの間のメッセンジャーと自身が心得ている者で,関 心が自身

の属する集団を越えない者｡従 って婚資や豚の越境,道 路の維持といった問題以外は

関心が薄い｡彼 らは政治的意識が低い上,発 展に対 しても幼稚な考えしか持っていな

いにもかかわらず選挙されたのは,彼 らのバ ック･グ ラウンドがものをいっていた｡

彼 らは目的も理想も持たずして評議員に選 ばれた｡

 2) 評議員の経験もあり,評 議会の運営,活 動の推進にも影響力をもつ リーダーが

現れた｡彼 らは自身の地区外との接触を屡々もった｡現 金収入をうるための経済活動

に強い関心があるだけに政府の政策に対 しても批判できた｡

 3) 道路建設,学 校の校舎増築など地域活動における勤労奉仕に率先 して働 くばか

りか,地 元民に対して献身的な者である｡伝 統的なバックもなければ,政 治意識があ

るわけでもな く,た だ勤勉さが人びとに評価された｡

 4) 評議員であるが政治的に急進的で部族社会や伝統的な習慣には興味がな く,パ

プア･ニ ューギニアの発展に貢献する自己を位置づけているタイプである｡彼 らは白

人のもつ権力と豊かさにあこがれた｡そ のため,議 題にも屡々非現実的な意見を出 し

た｡

 一方,政 治を理解 しだ した住民の反応もいち早く出だした｡落 選 した元評議員はそ

の理由が明確であった｡彼 らは自己の威信を過信 していた｡地 域活動や口論･喧 嘩の

調停などに地位乱用のあまり,人 びとに批判された｡橋 桁の補修など地域開発に評議

会のアドバイザーから給付された補助金を一部横領したり,キ ァプの振舞いをそのま

ま村人に行使 したために評判を落 した｡年 配の評議員はピジン･イ ングリッシュが理

解できないため,人 びとは評議会の議事が聞かれなかった｡そ のため人気がなくなり

だ した｡政 治への参加に興味をもちだした住民は,評 議会が何をやっているのか報告

を強 く望むようになった｡評 議員でピジン･イ ングリッシュのできない者は,理 解で

きる地区委員を同伴 していることからも住民たちの反応を察することができた｡一 方,

評議員のパーソナリティは常に注目されていた｡彼 らの日常生活は,彼 らの政治に対
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写真6 シナ シナ地方評議会 は軌道 にの り,評 議会では活発な意見 が出は じめた｡

す る姿 勢 よ り も地 位 の確 保 に重 要 で あ る と もい え る｡人 び と はbigmanと 新 しい リー

ダ ーで あ る評議 員 を 区別 した｡彼 らは自分 た ち が選 ん だ リーダ ー で あ る評 議 員 に対 し

て のみ 遠 慮 な く批判 した ので あ った｡

 1968年 に は シナ シナ で も評 議 会 の会 議場 が 建 設 さ れ,機 能 も 管 轄 内 で の 小 売 店

(trade store)や,行 商 の免 許 を発 行 す るよ うに な った｡評 議員 の間 か ら ビジ ネス を始

め よ うと い う声 が次 第 に高 くな っ たが,ア ドバ イザ ーな しで は実 現 が不 可 能 で あ った｡

表2 シナ シナ地方行政評議会の議題(1965-1970)

種  別 議 題 1965 1966  1967  1968  1969

評議会行政

経 済開発

政 治問題

社 会発 展

生 活 関係

輸送･報 道

評議員特権

評議会決議

人事・運営・税金・評議会連合

農業・植林事業・移住・土地購入・現金収
入の道・高地労働協会・珈瑳組合

政府への抗議・要求・自治政府・House
of Assembly ・人権問題

地方政府の医療・教育部への献金･社
会福祉・勤労奉仕

即決裁判・豚の越境・婚資・衛生問題・
伝統行事

道路維持・ラジオ配布と放送

海外視察・銃のライセンス・評議員の
昇給・評議会の権力拡大

3

0

0

1

4

1

0

3

6

1

5

5

9

5

3

3

16

10

9

10

16

4

9

11

21

13

12

7
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これ は土 地 に恵 ま れ たEastcrn HighlandsやWestern Highlandsに み られ る換 金

作 物 の珈 瑳 や茶 か ら くる潤 い,そ こか ら くる商売 に羨 望 の念 を抱 きな が ら も真 似 の で

きな い チ ンブ ー人 た ち は評議 会 の財 源 で ビ ジ ネス を狙 った の で あ った｡ビ ジネ ス は 白

人 の裕 福 さを うる一 手 段 と考 え られ て いた し,西 欧 の 物 資 へ の憧 れ は強 か った｡

 36名 中33名 の評 議 員 が シナ シナ外 で 就 労 の経 験 が あ り,そ の こ とは,自 治体 で あ る

評 議 会 の発 展 に大 きな 影 響 を及 ぼ した｡評 議 会 の 発 足 以来,評 議 員 の年 令 は若 くな り,

会 議 の公 用語 で あ る ピ ジ ン・ イ ング リッ シ ュ も殆 ど全 員 が 理解 で きる よ う にな った｡

1970年 前 後,シ ナ シナ で未 だbigmanに よ り伝統 的 な行 事 一 豚 祭 り,饗 宴 な ど一 が行

な わ れて いた が,評 議 員 は これ らに関 して 単 な る助 手 にす ぎな か った｡し か し,評 議

会 の決 定 事 項 の下 で次 第 にbigmanの 役 割 が 失 くな って い った｡経 済 発 展 が 叫 ばれ る

中 で部 族 間 の 交易 もそ の頻 度 は急激 に減 少 した｡伝 統 的 な 財 よ り も現 金 が 価 値 を も ち

だ した か らで あ る｡婚 資 の と りきめ も評 議 会 で 決定 さ れ,bigmanの 立 入 る余 地 は益

々せ ば め られ て い った｡

 地 方 レベル の 政 治 に参 加 して い る評議 員 の多 くは 出身 の ク ラ ンや種 族 へ の貢 献 に没

しが ちで,シ ナ シナ地 方全 体 を考 え る者 は多 くな か った｡評 議 員 た ちは支 持 者 を確 保

す るた め政 治 的 に立 回 りが で き る よ う にな った｡彼 らの半 数 は立 候補 の動 機 が は っ き

り して きた上,評 議 会 は何 を す べ き か につ いて 理想 を もつ よ う にな った｡し か し殆 ど

の者 が 国政 につ いて よ く理解 して お らず,政 治 教育 は彼 らに届 いて い な か った｡

 パ プ ア・ ニ ュ ー ギニ アで は 同胞 意 識 は,評 議会 の設 置 を通 して や っ と部 族 の境 界 を

越 えて芽 生 え だ した｡シ ナ シナ地 方 で は,先 つ くチ ンブ ー マ ン〉 と して の ア イ デ ンテ

ィテ ィが生 ま れだ した｡〈 ワ ン トー ク(wan tok)〉 の セ ンス で あ る｡ワ ン トー ク は元 来,

言 語 の 類 似 と共 通 の文 化 に根 ざ し,one talkか ら きた ピ ジ ン･イ ング リッ シュ で あ る｡

ニ ュ ーギ ニ ア高 地 の 中で もチ ンブ ー は同 じ言 語 集 団 に属 す る大 きな 部族 集 団,あ る い

は種 族 か ら構 成 され て い るた め,チ ンブ ー マ ンはか な りのパ ワーを 行 使 で きる とい う

意識 が あ った｡皮 膚 の色 を同 じ くす る者 は ワ ン トー ク と広 義 に使 用 され る こ と もあ っ

た｡ワ ン トー ク概 念 の発 展 は何 よ り もナ シ ョナル･ア イデ ンテ ィテ ィを 生 み だ す 素地

を作 る も の と期 待 され た｡チ ンブ ー出身 の ワ ン トー クは,町 で の喧 嘩 に おい て,見 ず

知 らず の人 間 で も くチ ンブー マ ン〉と あれ ば容 易 に 団結 し,ト ラブ ル を エス カ レー トさ

せ た｡ポ ー ト・モ レス ビーで は 〈チ ンブ ー〉 は高 地 人 の代 名詞 に ま で な った｡町 へ 職

を 求 め て 出か け るチ ンブ ー マ ンた ちは,ワ ン トー ク が頼 りで あ った｡仕 事 のあ て もな

く町 へ繰 りだ され て きた 移住 者 の多 くは 帰 省 が 困難 で あ った｡と い うの も伝 統 的 な 土

地 所 有制 度 で は再 び彼 らを重 荷 と して 運 ぶ こ とが で きな い か らで あ る｡1950年 代 半 ば
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では くワントーク〉は自身の帰属する部族 とその同盟関係のある部族にのみ適用され

たが,時 代の変化と共に概念は変っていったといえる｡

 高地社会でも白人との接触のある町では,地 方行政評議会も多民族評議会の形をと

り,白 人の参加により精練された運営ですすめられた｡こ のことは地方の評議会に刺

激を与えた｡地 方行政評議会の設置は高地人を目覚めさせ,未 開社会を近代社会へと

導いたのであった｡

独 立 へ の 道

 1960年 代 に入 って パ プ ア･ニ ュ ー ギニ ア で は,Buka(1962), New Hanover(1964)

に見 られ るよ うに散 発 的 で は あ るが,住 民 の フ ラス トレー シ ョ ンが 爆発 しだ した｡19

州 を もつ パ プ ァ･ニ ュ ー ギニ ア 全 域 に わ た って 少 な くと も26の 自立 開 発 団 体(SelC

help Progress Association>が 生 れ て い る｡こ れ らを見 る と同 一 民 族,あ る い は共 通

の言 語 に よ る結 び つ き が あ り,そ れ もEastern Highlands地 方 のBena Hotivo

Associationの よ うに小 さな ク ラ ンあ るい は地 縁 集 団(local group)の よ うな もの か

らEast New Britain地 方 の ガ ゼ ル半 島で 結 成 され たMataungan Associationの

よ うな数 千 人 に及 ぶ大 運 動 に至 る様 々な もの で あ った｡初 期 にお け るこの よ うな 運動

の 多 くは分 離 独 立 主 義 の性 格 が 出て お り,小 民族 運動 micro-nationalist movement

と見 られ た｡こ れ らの運動 の殆 ど に かつ て のcargo cultの メ ンバ ー が入 って いた も

の の,全 体 的 に キ リアス テ ィ ック な もの は殆 ど見 られ なか った｡運 動 の多 くは 首 尾一一

貫 した堅 実 な政 治 的 目的 は も って い なか った が,彼 らは あ らゆ る面 で剥 奪 され て きた

世 代 の 政 治 的,社 会 的,経 済 的 フ ラス トレー シ ョンを表 現 す る手 段 を求 めて い た と い

え よ う｡こ の小 民 族 運 動 は,抑 制 と権 威 の彼 方 に あ って手 の届 か な い政 府 に対 して ジ

レ ンマ の主 張 を した ので あ る｡

 1969年 ま で 問題 を真 剣 に受 け とめ な か った オ ース トラ リア政 府 もBongainville島

の キエ タ で の住 民 と警 官 た ちの衝 突,ガ ゼル 半 島 で の トー ライ族 の土地 返 還 を め ぐ っ

て の大 規模 な デ モ や武 力 衝 突 が お き るに至 って 政 治 問題 と してパ プ ァ･ニ ュ ー ギ ニ ア

行 政 府 と論 議 に入 りだ した｡こ れ ま で は地 方 行 政 局 の 役人 で あ る キ ァプ やHouse of

Assemblyの 議 員 た ち の地 域 へ の利 害 関係 を 除 き,村 や 部族 社 会 を超 え て政 治 が 問題

にな る こ とが な か った か らで あ る｡白 人 との接 触 が長 く,既 に近 代 化 に向 って い た 海

岸 地 方 や 島 峡群 の人 び と の間 で 経 済 発展 で の 白人 と の不 平等 の 大差 に根 を 発 した 反 政

府 態 度 が次 第 に 強 ま って い った｡

 既 に セ ピ ック海岸 地 方 でPangu Party(Papua New Guinea Union)が 生 れ,島
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喚 群 で は トー ライ族 の団 結 で あ るMata皿gan Associationが パ プ ァ･ニ ュ ー ギ ニ ァ

行 政 府 の気 が か り とな りだ した｡

 トー ラ イ族 は ヨー ロ ッパ 人,ミ ッシ ョナ リー との接 触 も早 く,旧 ドィ ッ領 ニ ュー ギ

ニ ア の 中で 教育 も ミ ッ シ ョナ リー に よ り早 くか ら行 な わ れて いた｡植 民地 政府 時代 に

政 府 に雇 用 され た全 土 に数 少 な い エ リー トで あ った｡多 くの者 が 初 等 教 育 を受 け て お

り,第 二 次 大戦 後 は ラバ ウル に ミ ッシ ョンに よ る 中等 学 校 も設 置 され,教 育 を 受 け る

機 会 に め ぐまれ て い た｡ト ー ライ族 は,オ ー ス トラ リア政府 か ら最 も信 頼 を え て い た

種族 で あ る｡し か し,ド イ ッ時 代 よ り白人 の プ ラ ンテ ー シ ョンの た め に土 地 を 没収 さ

れ,限 られ た土 地 に人 口が密 集 して いた｡経 済 発 展 の叫 ばれ る中 で土 地 不 足,過 剰 人

口か ら歩 む べ き道 を 閉 ざ され た トー ラ ィ族 は,1970年 にMataungan Associationの

メ ンバ ー3,000人 が ラバ ウル か ら南 西25マ イ ル の所 にあ るVunapaladikプ ラ ンテ ー

シ ョンを 占拠 した｡そ の土 地 は彼 らの先祖 代 々 の もの で あ った｡政 府 に対 す る トー ラ

イ族 の 急変 な対 決 姿 勢 は,パ プ ア･ニ ュ ーギ ニ ア行 政 府 に大 きな 衝撃 を与 えた ので あ

った｡信 託 統 治 国で あ る オ ース トラ リア は,国 連 に対す る義 務 と して 出来 るだ け早 く

単 一 国 家(asinglc entity)と して パ プ ァ・ ニ ュ ーギ ニ ァ を ま とめ ね ば な らな くな っ

た[WOLFERS l971]｡つ ま りパ プ ア・ ニ ュ ー ギ ニ アが 団結 す る の は 自治 政府 の早 期

成 立 を 除 い て チ ャ ンス は あ りえ な い とい う こ とで あ る｡植 民 地 政 府 下 で は,不 平 等,

白人 の強 引 な手 段,地 方 毎 に,あ るい は地 方 内 で の 経済 的不 均 衡,町 と村(部 族 社 会)

の二 本 立 の発 展,政 治 意識 の高 ま る中 で集 団 の帰 属 意 識 の新 しい組 合 せ,ど れ 一 つ と

して決 着 してお らず,見 通 し も曖 昧 な ま ま に独 立 に向 った の で あ った｡

 1964年,立 法 評 議 会(Legislative Council)に 代 ってHouse of Assernblyが 設 立

され た｡10人 のOMcial Member(政 府 関係 者)と69人 の 各選 挙 区 か らの 一般 区 メ ン

バ ー(Open Member)と 各 州 か ら1名 選 出 の 地方 区 メ ンバ ー(Regional Member)

の15人 が議 会 に お く られ る こ とに な った(現 在 は一 般 区89議 席,地 方 区 は首 都 及 び19

州 か らの20議 席)｡地 方 区 は 中等 学 校 卒業 資 格 が要 求 され た｡議 会政 治 に 関 して は,

高 地 社 会 で は殆 ど理 解 され て お らず,地 方 行 政 局 の キア プ が行 政 の片 手 間 に従 来,人

び と に と って タ ブ ーで あ った 政 治 の話 を も ちか け,そ の参 加 を 呼 び か け る の は容 易 で

な か った｡高 地 の周 縁 部 に いた って は,キ ア プが 人 口調 査 の た め のパ トロー ル に2～

3か 月 はか か って い た｡車 の入 る道 を も って い た シナ シ ナで さえ投 票 箱 は 一 部 の地 区

に しか 現 れ な か った｡選 挙 人 名簿 が 出来 て な か った ので あ る｡選 挙 の結 果 は,シ ナ シ

ナ評 議 会 と選 挙 区 を共 に して いた ヨ ンゴ モ グ ル に は投 票 箱 が 届 い て いた た め,そ こか

ら議 会 へ 代 表 が お く られ る こと にな った｡高 地 に お いて 住 民 が 政 治 に参 加 しだ した 時
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期 は様 々で あ ったが,1964年 の 時点 で多 くの所 でHouse of Assemblyが 何 で あ るか

知 って い る者 もいな けれ ば,知 ろ う とす る者 もい な か った｡

 1965年,国 連 使 節 団 が パ プ ァ･ニ ーL一ギニ ア を 訪 れ オ ース トラ リア政 府 に多 くの

勧 告 を残 した｡そ の一 つ は 政 治教 育 を強 力 に推 進 すべ きで あ る と い う こ と で あ った

[PARKER and WoLFERs l971:41]｡1968年 の選 挙 に お いて も1964年 の経 験 が示 し

た よ う に,高 地 社 会 で は政 治教 育 が お こな わ れ た とは い え,一 般 選 挙 と して珍 奇 な ま

で の操 作 が さけ られ なか った｡政 治教 育 と選 挙 の手 引 きは 同時 に行 な わ れ た｡部 族 社

会 の人 び とに投 票 の や り方,選 挙民 と して の権 利 と義務 を理 解 させ る こ とは殆 ど不 可

能 で あ った｡選 挙 の 目的,議 会 の機 能 を住 民 に話 す か た わ ら,地 域 の 問 題 も結 びつ け

な け れ ばな らな い｡選 挙 で 候 補 者 の 名前 や ア イデ ンテ ィテ ィ,投 票 日や投 票場 所 な ど

の説 明を も必要 と した｡選 挙 民 の 殆 ど が文 盲 で あ った か らで あ る｡政 府 は1964～68年

の間,政 治 教育 を議 会 の メ ンバ ー に提 供 す るた め に彼 らを オ ー ス トラ リア や発 展 途 上

国へ 送 り,公 共 の施 設 な ど の見 学旅 行 を仕 組 ん だ｡

 パ プ ア･ニ ュー ギ ニ アで 行 な わ れ た政 治教 育 とは一 体 どの よ うな もの な の か｡一 般

向 きの政 治 教 育 の プ ログ ラム は,1965～66年 の間 に,地 方 行 政 局,教 育局,情 報 局 の

役 人 た ち に よ り構 成 さ れ た委 員 会 によ って計 画 され た｡責 任 は実 際 に話 を も って い く

現 地 に い る スタ ッフが い る各 地 方 の 行政 府 に大 き くか か って い た｡``Government ill

Papua and New Guinea"と い う題 の28ペ ー ジの 小 冊子 と``Local Government in

the Territory of Papua and New Guinca"と い う32頁 の絵 入 りの もの が 政 治 教育

の た め の主 な テ キス トで あ っ た｡そ の他,物 語 風 に語 られ た小 学 校 レベ ル の小 冊子 も

出 さ れ た｡"政 府 と は何 か"か ら始 ま り"法 につ い て",又 地方 評 議 会 に関 して も英語,

ピ ジ ン･イ ング リ ッシ ョで 出 され た｡テ キス トの殆 ど は1965～66年 の間 に準 備 に入 っ

た が,地 方 行 政 局 長 官 が現 地 ス タ ッフに通 告 を送 り指 示 を 与 え た時 に は テ キス トは未

だ 配布 さ れ て いな か った｡草 稿 も印 刷 も共 に多 くの避 け られ な い遅 れが あ った と い う

こ とで あ る｡し か しこの遅 れ は プ ログ ラム を混 乱 させ た｡プ ログ ラム の発 案 者 が 見 た

テ キス トは フ ィ ール ド・ オ フ ィサ ー のた め の教 育 用 手 引 きで あ った｡英 語 版 の 見 本 が

地 方 の役 所 に保 管 され て い るだ けで,実 務 者 の手 に入 るの に時 間 が かか り,目 的 遂行

を 妨 げ た｡

 選 挙 の た め の教 育 に原 住 民 の ス タ ッフを1～2日 訓 練 した｡フ ィール ド･オ フ ィサ

ーが 事前 に村 を まわ り
,指 名,投 票 な ど に関 して説 明 し,質 問 に答 え た り,"一 般 区"

と"地 方 区"の ちが い を説 い た｡こ れ は選 挙 の寸 前 ま で続 き,そ の た め人 び との 記 憶

に新 しい うち に投 票 が行 な わ れ た｡一 方,投 票前 の3週 間 とい う もの は放 送 局 が ピジ
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ン・ イ ング リッ シュで も って投 票 規 則 や 手 続 を 繰 返 し放送 した｡放 送 局 を通 して の政

治 教 育 も高地 で は ラジォ の利 用 が限 られ て いた た め,住 民 に と って議 員 や キ ア プ以 外

に情 報 入 手 の道 は期 待 で きな か った｡地 方 で は投 票 日や投 票場 な どの 連絡 で キ ァ プ,

村 役 人,あ るい は地 方 行 政 評議 会 の評 議 員 の み な らず,候 補 者 自身 も仕 事 を 分 担 した｡

投 票 に は一 か月 か か り,結 果 は 一 か月 半 後 に判 明 した｡

 196Q年 代 の 後半 か ら1970年 の初 め にか けて 政 党 が 生 れ た｡政 党 は第 三世 界 で は独 立

運 動 の尖 兵 で あ るが,パ プ ア・ ニ ュー ギニ アで は植 民地 が終 ろ う とす る時 に現 わ れ,

立 憲 上 の変 化 の 過程 で限 られ た 役 割 を演 じた にす ぎな い｡植 民 地 解 放 後 も続 い て い る

三 大 政 党 のPangu Party1), United Party2), People's Progress Party3》 の何 れ も

イ デ オ ロギ ー の上 で も,組 織 的 に も弱 く未 発 達 な もの で あ った｡や や遅 れ て 高 地 で

National Party4)が 結 成 され た｡ど の政 党 に お いて も社 会変 化 に対 して 筋 の通 った プ

ログ ラム が練 られ て は なか った｡パ プ ア･ニ ュ ー ギニ ア に お いて 政 党 の 出現 が 遅 か っ

た の は,民 族 運 動(nationalist movement)が 欠 けて いた こ と と密 接 に関係 す る｡

 原 住 民 の政 治 活動 の組 織 は極 端 な ま で に弱 く,議 会 で の 政 党で もな く,ど こに で も

見 られ る革 命 的 な 前線 で もなか った｡伝 統 的 な部 族 社 会 の 構造 は容 易 に政党 の 目的 に

適 応 しきれ なか った 上,ど の場 合 にお い て も急 進 的 で,対 立 す るよ うな政 治 の 対 象 が

な か った といえ る｡地 方 に おけ る政 治発 達 は オ ー ス トラ リア行 政 のや り方 に則 して お

こ らな か った｡政 治 や 政党 活 動 へ の仮 りの ス テ ップ は オ ース トラ リア政 府 が 国 連 の監

視 下 にむ しろ急 いで お膳 立 て した選 挙 や 立 法 制 度 内 で と られ た｡

 1968年 に第2期House of Assemblyの 選 挙 を迎 え た高 地 で は,初 め て の国 会 選 挙

で あ る所 が 少 な くな か った｡第1期 の選 挙 で は選 挙人 名簿 の作 成 が 間 に あ わな か った

こと もそ の 理 由 の一 つ で あ る｡高 地 で は この 第2期 の選 挙 に地 方 行 政評 議 会 の多 くの

評 議 員 が 立 候補 した た めか,投 票率 は町 や 海 岸 地 方 よ り高 か った｡チ ンブ ー地 方 で は

評 議 会 の 選 挙 の経 験 を も って い た人 び と は,中 央 へ代 表 を送 る こ とに 関 心 を抱 き始 め

1)1967年,パ プァ･ニ ューギニアにおける最初の政党で セピック地方でMichael Somareを

 リーダーにポー トモ レスビーの行政学院で教育を うけた若い公務員グループによ り結成 された｡

 政策は 自治政府か ら独立 し,こ の国の二つの地域PaPuaとNew Guineaの 統一,公 務 の原住

 民への移管,経 済開発 に絞 られた｡WolferS[1970:448]の 言葉によると"パ プァ･ニ ューギニ

 ァの組織的教育的エ リー ト"で あ る｡
2)1970年,Pangu Partyの 一人舞台に反対 し,高 地 におけるPlahter's Association(白 人が中

 心)を 中核に,経 済的目途がたつまでオース トラリア行政を主張す るオース トラ リア人 の組織

 資金力を背景に主 として高地の住民 特 にゆたかな農民の支持をえた｡
3)ニ ューギニア島嶼部 でJulius Chan(華 人 との混血)に よ り1970年結成 され,企 業家に支持

 層が多 い｡政 策は進歩的とも保守的ともつかず経済発展 に力を入 れる｡
4)United Partyの 支持基盤であ った高地の住民の不満を吸収 し,強 い地域主義 と反 白人企業

 をス ローガ ンに したチ ンブーの青年Jambakey okukが1972年,議 員に当選す るや反 ソマ レ勢

 力を結集する意 図か ら結成 した政党である｡
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た｡1964年 の チ ンブ ー地 方 の投 票 率 は44. 6%で あ った｡シ ナ シナ 地 区 で は,こ の 国 会

選 挙 の投 票率 は74パ ー セ ン トで パ プ ァ･ニ ュ ー ギニ ア全 土 の平 均64%を 上 回 って いた｡

高 地 で は教 育 レベル が 要 求 され る地方 区 は候 補 者 の 殆 どが 白人 で あ った｡チ ンブ ー地

方 で は 一･･-i般区 の6議 席 に対 し70人 が 立候 補 した｡候 補 者 数 は第 一 回選 挙 時 の3倍 に増

加 して い た｡シ ナ シナ選 挙 区 で は1議 席 に対 して16人 が立 候 補 した｡候 補者 は評 議 員

7名,教 会 関係 者4名,ド ラ イバ ー2名,白 人 企 業 雇 用者2名,政 府 雇 用者1名 で あ

った｡候 補者 は ク ラ ンの メ ンバ ーを 同 行 して キ ャ ンペ ー ンを行 な った｡姻 戚 を は じめ

クラ ンの者 が通 婚 関係 を も って い る ク ラ ンを も頼 った｡キ ャ ンペ ー ンで は先 づMen's

写真7-1 国会の補欠選挙で写真を指 し投 票 しているところ｡

写真7-2 v1972年 の国会選挙で係官 に名を告 げた候補者名をも らって投 票 している所｡
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houseのbig-manと 接触 した｡当 時･候 補者はキャンペーンにおいて煙草を買う程

度でさして現金を使わなかった｡事 実,彼 らは現金をもっていなかった｡国 会選挙

で候補者を部族間で調整することは困難 で あった｡シ ナシナ選 挙 区はSinasina,

Yongomugulの 二つの地方行政評議会地域から成るが･前 者から14名･後 者から2

名の立候補では結果は明 らかであった｡キ ャンペーンはそれぞれの地区でしかなされ

ない｡選 挙そのものへの無知か ら,誰 一人として結果が予測されなかった｡競 争率に

鼓舞されて候補者は意気揚々としていたものの,落 選後は謹慎 して数か月間外出しな

かった｡チ ンブー地方はどことも競争率が非常に高いが,そ の一つの理由は,人 びと

を抑制できる法を作る立法権をもつ大きな権力への憧れといえよう｡地 域全体にわた

る決定事項を作 り,住 民に受容させ るだけの権威は地方行政評議会の評議員にはな く,

それだけに立法権をもつ国会議員への憧れが強かった｡実 際に評議員たちは,議 題を

出して実現を計ろうとしても,常 に国会で決め られた法律に阻まれてきたそのもどか

しさから国会議員に立候補するものが多かった｡又 煙草銭 しか支給されていない評議

員たちは,地 元に直接貢献 しない国会議員の手当に対する羨望が大きかった｡高 地出

身の国会議員は,当 選後はビジネスマンとして華やかに振舞 っていた｡チ ンブー出身

の議員たちも例外な く店を持ったり,ト ラックを購入 して運送業を始めた｡

 1968年 の国会選挙では,議 員84名 中,20人 が白人であった｡白 人はパプァ･ニ ュー

ギニアで事業をもっている者,プ ランテーション所有者,商 人たちであった｡彼 らは

議会の急進的な回転を掴制すると同時に,議 会運営を リードすることが政府に期待さ

れた｡高 地出身の白人議員は,海 岸地方の生活にはるかに遅れている高地社会への政

写真8 評議員の地位にあきた らず,国 会議員選挙に立候補 したシナシナの評議

   員｡常 に従者を1人 連れて歩 きマスターと呼ばせ る｡
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府 援 助 を要 請 すべ く高 地 人 議 員 を助 け る一 方 で,早 期独 立反 対 の キ ャ ンペ ー ンを行 な

った｡

 地 方行 政評 議 会,協 同 組 合,労 働 者 協 会 な ど は政 党 と直 接 に関 係 を もつ こ とが 出来

な いた め,地 方 に あ る組 織 を 政 治 的 に もって い くこ とは非 常 に困 難 で あ った｡Pangu

PartyはLae, Madang, Wewakを は じめ 海 岸 地 方 で延 びて17,000人(1968年)に 達

した が,高 地 まで 延 びな か った｡当 時,町 に住 む 教 育 の あ る人 間 の多 くはパ ング ウ意

識 を も って いた｡一 方,高 地 で は数 百 のbigman,評 議 員,国 会 議 員 が 集 ってUnited

Partyが 結 成 され た が,白 人 議 員 は そ れ ぞ れ の利 害 が か らん で い る こ と もあ り,現 状

維 持 を通 して 政党 に野 心 を 打 ち出 した｡白 人 議 員 は急 激 な変 化 を抑 制,保 守 的 な姿 勢

を固 めた｡そ して海 岸 地 方 の生 活 レベ ル に追 いつ こ う とす る高 地 住 民 の ムー ドを抑 え

る の にか な り成 功 して いた｡people's Progress Partyが 海 岸 地 方 で 結成 され,1970

年 以 来,三 政 党 がHouse of Assemblyに 登 場 した｡し か し政 党 政 治 と してパ プ ァ･

ニ ュ ー ギニ アの 国政 に 関与 す るまで に成 熟 して い なか った｡原 住 民 はパ プ ァ･ニ ュー

ギ ニ ァで 社 会･経 済･政 治 の 何 れ の組 織 に お いて も地 位 を もち え なか った だ けに欲 求

不 満 はつ の って い た｡地 位 の違 い や あ か らさ ま な人 種 差別 に よ る多 くの心 理 的 な傷 を

いや す も の と して政 治 に関 与 す るよ うに な った と いえ る｡

 1971年 頃 には ニ ュ ー ギニ ア高 地 社会 を含 めて パ プ ア･ニ ュー ギ ニ ァ の多 くの もの が

自治 政 府self-governmentが 間近 い こ とを 察 知 した｡既 に1970年,パ プ ァ･ニ ュー

ギ ニ ァ行 政 府 とオ ー ス トラ リアの 首都 キ ャ ンベ ラと の間 で重 要 な政 治 課 題 行 政組 織

の 問題,予 算構 想 の交 渉 が 始 ま って い た｡当 時,政 府 の 歳 出 の52%は 白人 役 人 の給 料,

諸 手 当 に な っ て いた[WoLFERs l971:136]｡遅 れ て い た 高地 社 会 の急速 な経 済･

社 会 の発 展 が 容 易 で なか った こ とが 理解 で き る｡

 一 方,住 民 に と って地 域 開 発 が 彼 らを 非 常 に圧 迫 して いた こ とは,中 央 に は殆 どわ

か らなか った｡キ アプ のパ トロ ール装 備 を村 落 間 で運 搬 した り,道 路 建 設･学 校･診

療 所 な ど 自立 計 画 で政 府 の補 助 金 を補 うた め労 働 奉 仕 が あ った｡道 路 建 設 の勤 労奉 仕

は少 な くと も週 一 回 は義 務 づ け られ て い た｡大 プ ラ ンテ ー シ ョンの か た わ らの小 さな

土 地 に茶 の栽 培 を始 め た住 民 は年 収 が ゼ ロで あ った 頃 と比 べ る とか な りの収 入 を え だ

した｡彼 らは経 済発 展 の潜 在 性 を 自覚 す る よ う に な った｡10年 お くれ て トー ラ ィ族 と

同様,白 人 所有 の プ ラ ンテ ー シ ョンに対 して土 地 返 還 の 声 が 出 だ した｡プ ラ ンテ ー シ

ョ ンへ の 出稼 ぎ,進 学,町 で の 就 労 を通 して,Buka, Tolai, Chimbuの 相 互 のふ れ

合 い はや がて そ れ ぞ れ の村 ヘ フ ィー ドバ ック さ れ た｡Mataungan Associationに し

ろNavidakoe Navituに しろ,経 済･社 会･政 治 上 の 目的 を も って い た｡従 来,政
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府 によ り政 治色 の あ る運 動 はcargo cultと して 弾 圧 の 対 象 とさ れて きた が,い つ こ

に お け る運 動 も政 治 上 の 唯一 の 問題 を か か げ る もので あ った｡全 パ プ ァ･ニ ュ ーギ ニ

ア の行 政 は オ ー ス トラ リア政府 の片 腕 で の行 政 で あ った｡地 方行 政局 の役 人で あ る キ

ァ プ は政 治 的現 状 を 最 もあ らわ して い る シ ンボ ル で もあ り,村 レベ ル の発 展 へ の希 望

を具 体 化 す る シ ンボル で もあ った｡原 住 民 を 白人 役 人 に交 代 させ るた め に如何 に訓練

す るか 大 きな 問題 で あ った｡行 政 ピラ ミ ッ ト内 で の地 位 が 金･力･特 権 の源 で あ る こ

とは明 らか で あ り,結 果 と して野 心 の対 象 で あ った｡パ プ ア･ニ ュー ギ ニ ァの公 務員

の交 代 は 合法 的 に準 備 され つ つ あ った｡

 (1)オ ー ス トラ リア人 公務 員 は1963年 よ り終 身雇 用 が なか った｡

 (2)あ る地位 に対 して は法 律 上 の規 定 が あ り,有 能 な ニ ュ ーギ ニ ア人 の役人 は オ ー

  ス トラ リア人 役 人 にひ きつ ぐ優 先 権 が与 え られ て い た｡

 (3)一 方,原 住 民 へ の 引 継 ぎ,つ ま り ロ ー カ ライ ゼ ー シ ョ ン(localization)に しろ,

  自治 政 府 が こよ うと も,オ ース トラ リア人 終 身雇 用 の役 人 は身 分保 証 が約 束 され

  て い た｡

 (4)多 くの 政府 附属 の研 究 所 が あ り,各 省 の研修 要 員 が ニ ュ ー ギニ ア人 に対 して特

  別 な 役職 や一 般 行 政 の訓 練 が そ こで で き る よ う にな って い た｡

 殆 どの 人 び とが文 盲 の高 地 社会 は オ ー ス トラ リァ人 公 務 員 と の交代 に お いて 海 岸 地

方 とは競 争 にな らな か った｡高 地 に配 属 さ れ て くる海岸 地 方 出身 の役 人 に対 して"高

地 人"と い うア イ デ ンテ ィ テ ィが生 れ た｡競 争 相手 にな れ な い先 進 地方 出身 の エ リー

トに対 して 対 抗 意識 が強 ま った｡高 地 社 会 で 自治 政府 や独 立 の早 期 達成 に消 極 的 で あ

った の も,未 だ対 等 の競 争 が 出来 な い こと が大 い に影 響 して い た｡パ プ ア･ニ ュ ー ギ

ニ ア政 府 で 雇 用 され て い る原 住 民事 務 職 員 は 自治 政 府 前 は少 な い｡そ の構 成 を見 る と

一類(各 省 の 責任 者 及 び オ ー ス トラ リア政 府 に任 命 され る職)で はニ ュー ギ ニ ア人 は

表3 1971年 パプァ･ニ ューギニア公務員の構成

一 類 二 類 三 類

外 国 人

 終 身 雇 用

 臨  時

 契  約

パプア･ニ ューギニア人

 終 身 雇 用

 臨  時

14

0

 5

1

0

1047

754

1788

654

381

167

1598

622

6385

5640

[WOLFERS  1971: 149]
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Business Developmentの 責 任 者 一 人 で あ った｡二 類 は行 政,専 門 職 の 他,書 記 的な

仕 事 に携 わ る役 人 で あ る｡三 類 は地 方行 政局 で 働 いて い る通 訳 や ドラ イバ ーな ど,二

類 以外 の仕 事 を対 象 とす る｡ロ ー カ ラ イゼ ー シ ョ ンの 目立 つ もの は,公 衆 衛生(保 健

夫)と 教 育(教 師)で あ り,1971年 で 前者 は51人,後 者 は118人 とな って い る｡行 政

職 で 管 理 職 とな る と人 材 が な く,正 式 な教 育 を うけ て い な い者 に対 して 役 所 で の昇格

が問 題 とな った｡高 地 出 身 の 大学 生 は 自分 た ちの時 代 まで は ロー カ ライ ゼ ー シ ョンの

過 程 を 遅 らす ことを 望 ん だ｡一 方,役 人 の絶 対数 が足 りな いた め,経 験 の あ る外 国人

の残 留 が 望 ま れ た｡

 1972年 の第3期 国 会 選 挙 は,権 力 が移 動 す る最 も重 要 な段 階 にメ カ ニ ズ ムを 与 え た｡

選 挙 は統 治 者 と統 治 され る者 の間 に リンク の役 割 を な す もの と して 政党 の成 長 を もた

ら した｡こ の選 挙 は従 属 か ら自治 へ の 過渡 期 に重要 な段 階 を しる して い た｡し か し計

画 さ れ て い る政 治制 度 を合 法 化 して い な か った｡こ の選 挙 頃 か ら選 挙 資金 が 目 立つ よ

うに な った｡白 人 の ビ ジ ネス マ ンを もつUnited Partyで キ ャ ンペ ー ンにA$100,000

(当 時A$1=400円)が 費 され た｡Pangu PartyはA$4,000を キ ャ ンペ ー ン に使

った が,そ の 中A$ 3,000は ブ ーゲ ンビル の米 資 本 の銅 開発 会 社 の献 金 で あ った｡政

治 献 金 は 同額 つ つ 三 つ の主 だ った政 党 にな さ れ て い た[HEGARTY I972:6]｡白 人候

補 者 の セス ナ ー機 に よ る キ ャ ンペ ー ンや シ ャ ッ,キ ャ ップ,煙 草 を巻 く新 聞紙 な どが

数 千 と配 られ た｡白 人 た ちの 自 治政 府,独 立 ひ き延 ば しの最 後 の努 力 が 払 わ れ た とい

え る｡一 方 政 治運 動 が 既 にお きて い た ブ ーゲ ン ビル や ガ ゼル 半 島 で は 自治 政 府 に対 す

る強 い要 望 が 出 さ れ る な ど,そ の タ イ ミング につ い て あ らゆ る地方 で 問題 に され た｡

1972年 のHouse of Assemblyの 議員 に教 育 を 受 けた青 年 が入 り出 した｡自 治 政 府 ス

タ ー ト前 にPangu PartyとPeople's Progress Partyの 連 合 政 府 と野 党 のUnited

Partyと の間 で 法 律 改 正 の タ イ ミング,と りわ け役 人 の ロー カ ライ ゼ ー シ ョンの ス ピ

ー ド,新 しい土 地 政策(プ ラ ンテ ー シ ョンの土 地 没 収)へ の 政府 の対 策,経 済 発 展 の

対策 と して の``Eight Point Plan"の 採 用 を め ぐ って根 本 的 な 衝 突 が あ った｡若 い エ

リー ト役人 た ち は国 の 指導 者,と りわ け トップ の座 に い る高 地社 会 出身 の政 治 家 と行

動 を共 にす るの は容 易 で は な か った｡

 来 るべ き独 立 は,先 進地 域,高 地 に限 らず 学 歴 保 持 者 を 興 奮 させ た｡一 方 で は地 方

で 政府 の温 情 主 義 の伝 統 は非 常 に 強 か った が,キ ア プが 中 央 との リンクで あ り,ロ ー

カ ラ イゼ ー シ ョ ンとま で は い か な か った｡過 激 派 は地 方 行 政 局 の 政策 や構 造 に反 発 し,

その全 面 廃 止 まで 訴 え た｡あ る意 味 で は独 立 は余 りに も早 くや って来,ま た余 りに遅

くもあ った｡つ ま り これ は20世 紀 国 家 の問 題 を解 決 す る人 材 開 発 には独 立 は早 過 ぎ,
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又国民の間で憤 りや猜疑心を抱かせることなしに目的を達する温情的な支配の結末に

は遅過ぎたといえることである[WOLFERS I971:153]｡

権力への競争 と政治の不在

  ニューギニアの文化は非常に恒久性のあることを示 してきた し,現 在の政治のシス

テムに重要な影響を与え てい る｡パ プア･ニ ューギニア の現在の政治にとって最も

重要な問題は,部 族社会の上に中央集権の国家構造を重ねた影響,あ るいはこの二つ

の政治 システムの間における相互作用に絞る ことがで き る｡新 しい国家構造の形式

 は,立 法,行 政,司 法制度に遵 じているが,伝 統的なニューギニアの政治的態度や過

程は新 しい制度,特 に民主的な立法府の正統性,憲 法,法 律への即刻の同化に障害と

なることが避けられない｡当 初において多 くの人びとは地方行政評議会(10cal gov-

ernment council)やHouse of Assemblyに 立法権を認めがたかった し,こ れ らを単

 に威圧 してきた白人の力の表現と見がちであった｡任 命された村役人制度の時と同様

 に彼 らはこれら新 しい制度の本質について理解 していなかった｡地 方行政評議会の評

議員は,伝 統的な地位を保持する限 りにおいてのみ管轄内で同意をうることができた｡

結果として評議会は伝統的な政治の小世界になる可能性があり,現 代の状況への人び

 との関心を持たせそこねるかもしれない｡House of Assemblyの 議員たちす ら彼 ら

 に対する人びとのイメージを良 き村人,良 き親族,良 き夫,良 き父であるよう印象づ

 けねばならない｡も し議員が有権者に印象を与えたとするな らばそれ以外の何 もので

 もなかった｡こ のことは高地に限らず海岸地方においても同様であった｡House of

Assemblyの 候補者が直面する困難に強い郷党意識がある｡海 岸地方ではとりわけ多

 くの小さな言語集団が社会を構成 しており,伝 統的な社会･政 治組織自体に僅かな関

 連性があるにすぎない｡こ の種の小社会では現在的な出来ごとへの一般的な反応をお

'こ しているものに宗教やcargo cultが ある
｡こ の状況下で成功する候補者 は,彼 が

 殆ど知 られていない所で受け入れや投票をかちとらねばならない｡そ こでは有権者が,

候補者が白人との友好的な関係を通 して直接あるいは間接に新 しい富をうる策をもっ

 ているのではないかと期待 し投票する可能性が大いにあった[LAWRENCE l971]｡

  1972年 のHouse of Assemblyの 選挙は植民地解放を目前に控えてパプア･ニ ュー

 ギニアにとって非常に重要なものであり,俄 かに政党が競争に入 りだ した｡Pangu

 PartyとPeople's Progress Partyが リードし,初 の連合政権が生れた｡1970年 のチ

 ンブー地方区の補欠選挙でカソリック神父に破れた30歳 のオククは1972年 の選挙で当

 選 し,自 ら高地社会の代表として海岸地方出身の首相に真向か ら対抗 した｡野 党と無
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所 属議 員 の上 に立 ち,攻 撃 的 な 態 度 は 彼 の 政 治 の ス ロー ガ ン,``The OPPosition

exists to`oppose, expose, and depose'the governmcnt"に も現 れて い る[Po-

KAwIN l982:44]｡オ ククが1972年 の選 挙 で支 持 票 をえ た の は,海 岸 地 方 や 島 嗅地

方 に比 較 して 遅 れ て い る高 地 社 会 の団 結 を訴 え た こ とに よ る｡前 回 の補 欠 選 挙 で 政 治

問 題 を論 じ,経 済 発 展 を訴 え た が支 持 され な か った オ ク ク が他 民族 との対 抗 意 識 や競

争 に対 して闘 志 を 見 せ,そ れ が チ ンブ ー人 た ちに受 けた とい え る｡自 治政 府 発 足 時 に

お い て,責 任 者 や 重 要 な地 位 に い る役 人 は殆 ど海 岸 地 方 や島嶼 地 方 出 身者 で 占 め られ

て い るた め,対 抗 意 識 を 盛 り上 げ エ ス ニ ック･ア イデ ンテ ィテ ィを 訴 え た ので あ る｡

大 声 で熱 弁 をふ るい 〈強 い 男〉 の 印象 を 与 え る熱 血 漢 の オ ク ク は,チ ンブ ー の伝 統 社

会 で リー ダ ー シ ップ を 成 就 して い ったbigmanそ の もの の や り方 に ギ ァ を 切 換 え て

い った｡

 独 立 後,初 の国 会選 挙 は1977年 に行 な わ れ た｡こ の 頃 に な る とEastern Highlands

州 の ゴ ロカ附 近 やWestern Highlands州 の バ ーゲ ン附 近 で豊 かな 農 民 が現 れ,又,

中 間商 人 と して珈 瑳 買付 業,商 売 人,ト ラ ッ ク運 送 業 者 が ビ ジネ ス に 動 き だ した｡

政 府 に挑 戦 す る最 も強 い地 域 的要 求 は,経 済 活動 が お き て いた 地 方 か ら広 ま った｡こ

の選 挙 で は109の 議 席 に対 して879人 が 立 候補 した(1972年 は100議 席 に対 して611人 立

候 補)｡候 補 者 の 中 で約10%が 公務 員 で あ るが,最 高 責 任 の地 位 を 占 めて い た者 もか

な り見 られ た｡候 補者 は1972年 の選 挙 時 に比 較 して多 くの違 いが み られ た｡こ の違 い

はパ プ ア･ニ ュ ーギ ニ ア に生 じて きた 社会 的階 層 を反 映 して いた とい え る｡古 い 型 の

写真9 大学卒の エ リー トの候補者 は熱弁をふ るって地方 の発展 を 約束 して い

   たが……｡1982年｡
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リーダーの消滅と都市･地 方のエリートである新人との交代であった｡大 部分の候補

者 は,何 らかのビジネスマン,あ るいは法人を作ることを意図 していた｡一 般的には

候補者の教育 レベルは高 くなった｡チ ンブー地方でも無学歴24名 に対し小学校卒28名,

中･高 等学校卒36名,高 専･大 学卒17名 となった｡選 挙の競争は年長者 との交代を求

めた近代教育をうけた若い人びとで競争率が増 した｡全 国平均の8倍 弱に比べてチン

ブーでは15倍強となった｡候 補者の職業も公務員,ビ ジネスマ ン,珈 瑳生産者が圧倒

的に多かった｡1972年 の選挙まで換金作物からの収入の多い他の高地地方に比較 して

チンブー地方では選挙資金は話題にならなかったが,独 立後初の国会選挙から選挙資

金は急激に上った｡三 人の候補者が競い合 ったチンブー地方区では,各 人が20,000キ

ナ(当 時lK≒347円)以 上費や したと推定されている[HEGARTY l977]｡高 地全

体 としては,当 選者はキャンペーンに4,000キ ナ以上使ったと察せ られるが,早 期に

政治的な動きをなしていた海岸地方の1,000キ ナ以下の選挙資金に比較 してお金のか

かる選挙になったのもi著しい特徴 といえる｡

 1970年代のパプァ・ニューギニアの最も顕著な社会的特徴は,換 金作物に負 う豊か

な農民一プランテーション所有者,学 歴をもったプチブルと首都にいる少数の有産階

級(白 人や華人)の 間にある暗黙の連合であった｡こ の連合メンバーはパプア･ニ ュ

ーギニアの支配階級を表わ している｡そ れぞれが経済的にも政治的にも輸出品の生産

システムから利益をえている｡農 産物輸出品はこの国の心臓部にあたる高地からでて

いた｡階 層構成において,資 本家の誕生 といってもレベルが低いためブルジョワジー

が著 しく欠けていること,階 層の行動に乗物 としての政党が欠けていることが指摘 さ

れる｡支 配層の構成分子の間で地域主義(provincialism)か らくるある種の緊張が存

在 していた｡中 庸で大々的な発展を していく筈の協同組合,貸 付組合,新 開発協会な

どがあるが,そ れとて地方の労働者や貧 しい農民との現実の リンクによって支持され

たものではない｡高 地での換金作物生産の集中化は広義にみて,地 方の不平等性を生

むことは明白である｡犯 罪行為が非常に増加 しており,警 察力の行使が増すならば,

ポリスの保護をうけていた新興資産家たちに向って一般の農民の敵意が増す｡事 実,

階層行動は高地の貧 しい農民によって始まろうとしている｡町 の手工業労働者 と行政

組織の延長にある村と結びつける急進的な教育ある中産階級は現れていない｡今 日,

平均教育をうけた者で雇用されないものが増加 しつつある｡1984年 までに30,000人 以

上の公立中学(4年 制)卒 は,国 内で雇用主を見つけることの困難が予想されている

[GooD l979:160]｡こ れらの発展状況は,1960年 代,1970年 代にあてはめられて

いた状況に比較 して劇的な違いである｡植 民地解放後の政治･社 会の準備がもろい安
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定 性 を み せ て い る と いえ る｡パ プ ア･ニ ュー ギ ニ ア で は過 去 数十 年 間,喧 嘩,武 力 争

い の75%は 少 な くと も社 会支 配 の伝 統 的 な方 法 によ って治 め られ て きた｡西 欧 の 法 組

織 の下 にあ りな が らも,尚,部 族 間調 停 は地 域 の 平和 に欠 かせ な い もので あ った が,

社 会 階 層 が生 ま れ,部 族 社 会 の解 体 を 目前 に伝 統 的社 会 支 配 は消 滅 した とい え る｡町

か ら離 れ た地 方 で は無 法 地 帯 化 して い る のが 現 状 で あ る｡こ こ に はマ ック ス･ウ ェ ー

バ ー の い う支 配 の型 で あ る カ リス マ 的正 統 性 も伝 統 的 正統 性 も法 的 正統 性 の何 れ も見

られず 〈無 政府 状 態 〉 で あ る｡

 一 方,中 央 で は権 力 闘 争 が 展 開 し,1978年 頃 か らオ ク ク に動 か され た野 党 が 政 治 力

を増 して きた｡高 地 の 強 い地 域 主 義 か らオ ク クはPangu PartyとPeople's Progress

Partyの 連 立 内 閣 を 海岸 地 方 の支 配権 とい う こ とで 攻撃 した｡一 方,政 府 の 中 で は政

治 問 題 をめ ぐ り,Pangu PartyとPeoPle's Progress Party力 燭 突 し閣 僚 の ラ ンク

を め ぐって 対 立 を深 め た｡遂 に野 党 と政 府 の新 しい パ ー トナ ー が現 れ る とい う異 常 な

状 況 が生 まれ た｡1980年,権 力 の座 の奪 い合 い か ら生 ま れ た珍 しい連 合 政 党 に よ る政

府 の 内部 で 協 調 は 困 難 で あ った｡遂 にチ ンブ ー 出身 の 一代 表 オ クク は海岸 地方 出身 の

半 ば カ リスマ 的 存 在 で あ った ソ マ レ首相 に真 正面 か ら攻 撃 を か け,不 信任 案可 決 に も

ち込 ん だ｡ソ マ レは 政 治家 と して 成 功 す るの に先 づ 成 功 せ る ビ ジネ スマ ンで な けれ ば

な らな い ど主 張 す るオ ク クに反 対 した｡政 治家 が私 利 私 欲 を 求 め る現 状 を 憂 い,国 家

が必 要 とす る リーダ ー シ ップ の再 定 義 に,国 民 へ の献 身 的 な 奉仕 を訴 え た 首相 に対 す

るオ ク クの報 復 手 段 で もあ った｡オ ク クは"首 相 の新 提 案 は ナ ンセ ンス｡彼 は リーダ

ー が ビ ジネ スを もた な い 人 間 で あ る こ とを 望 ん で い る｡リ ー ダ ー が ビ ジ ネス を もた

ず,甲 斐 性 な しとい うの だ ろ うか? これ は我 々 の道 で は な い｡パ プ ァ･ニ ュ ーギ ニ

ア に お け るダ イ ナ ミッ クな男 は ビジ ネス によ って生 まれ て い るで は な いか｡私 だ って

貧 乏人 で は な い,そ れ故 にす ぐれ た人 間 と して 人 び との 尊敬 を か ちえ て き た の で あ

る｡首 相 の考 え は我 々の 習 慣 に全 く合 わ な い!"と[STANDIsH 1978:36]｡オ ク ク

は この 後,チ ンブ ー州 都Kundiawaで デモ を 組織 させ,首 相 の提 案 に抗議 さ せ た

(1978年3月)｡オ ク ク は高 地 の伝 統 的 なbigmanを 近 代 国 家 の リー ダ ー に そ のま ま

も って きた ので あ った｡無 一 文 の身 か ら出 た オ クク は政 治 家 にな る こ とに よ り一 財 産

を築 い た｡国 家 も ク ラ ン も同 じで あ り,公 私 混合 の甚 だ しい もの が あ る の はオ ク クー

人 に と どま らな か った｡首 相 は 高 地 社会 で のbigmanの ア イデ ィア を巧 み に使 って

清 潔 な 政 治を 訴 え た(1978年3月21日 議会 で の演 説)が,多 くの 政 治家 が彼 の新 提 案

を 批 判 した た め彼 は政 局 安 定 を考 え,政 治 家 の ビ ジネ ス抑 制 の問 題 を再 考 す る と して

ひ き下 げ た｡1978年,Ombudsmanに よ りleadership codeが 作 成 さ れ,政 治家･
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役 人 の公 私 混 同,賄 賂 に対 す る警 告 が 出 され た｡オ クク はOmbudsman委 員 長 の解

任 を議 会 に か け挑 戦 した が成 功 しな か った｡内 閣 不 信 任 案 可 決 後,オ クク は次 期 首相

の約束 を と りつ け,People's Progress Partyの 党 主 チ ャ ンを 首相 に 自分 は副 首 相 の

地 位 に止 ま った｡二 年 後 に選 挙 を 控 え て い た｡そ の間,オ ク クは何 か につ け新 聞紙 上

を賑 わ した｡

 オ ク クは伝 統 的 なバ ック もな けれ ば土 地 もな か ったが,教 育 に身 を 助 け られ チ ンブ

ー人 の 理 想 を着 々 と実 現 した の で あ った
｡貧 しい高 地 人 た ち は誰 しもが ビ ジネ ス に憧

れ た｡下 は小 さな小 売 店 か ら始 ま り,ト ラ ック運送 業 や 町 で の ス ーパ ーマ ーケ ッ トの

経 営 な ど憧 れ の 的 で あ った｡高 地 で既 に社 会･経 済 的 身 分 のハ イ ア ラ ー キ ーが あ る こ

とを多 くの もの が 感 じて い る｡高 地 にお いて,あ る個 人 所有 の企 業 の スケ ール は どの

社 会 の標 準 によ って も大 き い｡オ ク クは65,000キ ナ で チ ンブ ー に珈 瑳 工 場 を作 った｡

政府 所 有 の開 発 銀 行 か ら50,000キ ナの ロー ンを受 け た｡政 府 は一 方 的 に個 人 の 財 産 を

増 す こ とを 禁 じて い な い よ うで あ る[STANDIsH 1978:26]｡オ クク が州 政 府 の メ ンバ

ー と組 ん だ 発 展 計 画 の や り方 ,地 方 の生 活 水 準 を 上 げ るた め の政 策 の公 正 さ,〈black

capitalist>援 助 反 対 な どを訴 え る チ ンブ ー出身 の大 学 生 た ちは オ ク ク と論 争 した｡オ

ク クは彼 らに対 す る演説 で チ ンブ ーの威 厳 を 強調 し,若 干 の企 業 の活 動 に よ って ク ラ

ンの像 が お き上 る とい う概 念,ビ ジ ネス マ ンは人 び とに気 前 よ く支 援 すべ き こ とな ど

述 べ た｡現 在,チ ンブ ー地 方 の政 治 家 の殆 どが若 い ビジ ネス マ ンで,彼 らは村 レベ ル

の ロー カ ル･リ ーダ ー に金 銭 を 惜 しま な か った｡ク ラ ンの饗 宴 に は豚,牛 肉 の外 に ビ ー

ル のケ ース が積 ま れた｡伝 統 的 な交 換 シス テ ムへ の 接 ぎ木 が計 られ た とい え る｡1977

年 の キ ャ ンペ ー ンに6人 の 若 い候 補 者 が5,000～12,000キ ナ費 や した といわ れ て お り,

チ ンブ ーで は ビ ジネ スマ ンー政 治 家 とい う見 方 が定 着せ ざ るをえ な い｡チ ンブ ー 出身

の ビ ジ ネス マ ン兼 政 治 家 は債 権 者 を ご まか す 術 にか け て も突 出 して い る[STANDISH

l978]｡こ れ は彼 らの伝 統 的 な交 換 に お いて も屡 々 使 わ れ た手 口で もあ った｡ビ ジネ

ス マ ンは彼 らの 政 治 目 的 のた め 巨大 な額 を動 かす よ う策 略 を め ぐ ら して い た｡チ ンブ

ー で役 人 の給 料 や 出稼 ぎ を含 め て1977年 一 人 当 た り約75キ ナ の収 入 で あ った が ,村 レ

ベ ル で は一 人 当た り約4キ ナで あ った｡政 治 の ため に如何 に大 きな金 銭 が 動 い た こ と

か｡国 会 の機 能 す ら理 解 して いな い者 が多 い高 地 社 会,と りわ け チ ンブ ー地 方 は金 権

政 治 の温 床 といえ る｡こ こで は20人 足 らず の ビジ ネ スマ ン(政 治家 を含 む)が 年 間約

10,000キ ナ の利 益 を あ げ て い る[STANDIsH 1978:28]｡政 治 的 エ リー トと経 済 的 エ

リー トが重 な って い るメ ンバ ー シ ップ は,今 や平 等 主 義 社 会 を示 して いな い｡学 歴 の

あ る若 い政 治 家 は新 しい リーダ ー シ ップ の基 準 を作 ろ う と して い る｡彼 ら の 多 く は

                                     239



国立民族学博物館研究報告  8巻2号

1972年 の選 挙 で 成 功 して1977年 の選 挙 に至 るま で の間 に大 型 の近 代 ビジネ ス を始 め て

い た｡国 政 レベル の 政 治 家 た ち は州 政 府 の 責任 あ る地 位 に ロー カ ル リーダ ーを任 命 し,

実 際 の コ ン トロール を手 中 に して い た｡彼 らは金 銭 も近 代 的 な テ クニ ック も持 って い

な い 旧 リーダ ー に義 務 を 負 わ した が,彼 らにお 返 しが で きな か った｡今 日,若 い チ ン

ブ ー の政 治 家 は,高 地 の 政 治文 化 の ス タ イル とム ー ドを よ く示 して い る｡彼 らは 意識

的 に相 続 観 念 を 表 明 して い る｡若 い政 治 家 は,彼 らの教 育 や新 しい政 治 的 な テ クニ ッ

クを使 うが,チ ンブ ー政 治 の古 い ス タ イル の 有 効 な 置換 えを か けひ き上 手 な 中 に も慎

重 に振 舞iった｡伝 統 的 な チ ンブ ー政 治 文 化 の 最 も強 く現 れ るの は親 族 組 織 で あ る｡

 1977年 の 選 挙 に お い て も,ク ラ ンや 部 族 に 対 す る忠 誠 は有権 者 の 関心 を 向 け るの に

第 一 の重 要 な 手 が か りで あ った｡オ ク クの よ うに キ ャ ンペ ー ンで首 相 の批 判 を地 方 放

送 局 を通 じて や る こ とは,彼 の何 者 も恐 れ な い,つ ま り怖 い もの知 らず の ス タ イル は

戦士 と して 名声 を か ち と る新 しい や り方 とい え よ う｡州 の地 方 政 治 家 は大 規 模 な 親 分

一子 分 シス テ ム を 政 治手 段 に利 用 した
｡リ ー ダ ー の財 で あ る豚 を食 べ る者 は僅 か で あ

るが,ビ ール を 飲 も う とす る者 は多 か った｡リ ー ダ ー が個 人 の価 値 あ る もの を分 け た

り,時 折,物 品 を 届 けた り して地 方 政 治 家 は トップ の座 に止 ま り う るので あ る｡村 人

た ちは 自分 た ちが 選 ん だ もの の,当 選 後 の リーダ ー の横 柄 さ に立 腹 した｡リ ーダ ーが

ク ラ ンの成 員 と して 賠 償 を 払 うこ と を拒 否 した り,公 費 の個 人 的 消 費 を誇 示 す る とい

った こ とに大 きな 不 平 が あ った｡今 日の リーダ ー が ク ラ ン意 識 を 強 め て きた とい うの

も,彼 らに と って 健 全 な 政 治 的戦 術 で あ った か らで あ る｡部 族 間 の競 争 は高 地 の 政 治

文 化 の 中枢 で あ る｡

 政 治,経 済 学 者 は植 民 地 時代 以 来,こ の国 へ の 資本 主 義 の浸 透 を 吟 味 して きた が,

政 治文 化 の分 析 も同 様 に重要 で あ る｡政 治 文 化 はcomponcnt groupの 構 造 に対 して

明 確 な概 念 な しに研 究 はな しえ な い｡パ プ ァ・ ニ ュー ギ ニ ア の ロ ー カル･レ ベル の政

治 に ク ラ ンは重 要 で あ る｡そ の重 要 な 証 拠 はnon-agnatesに よ って 演 じ られ る役 割

吟 味 か らえ られ る｡党 派 メ ンバ ー や そ れ に結 び つ い て い る子 分 た ち のよ うな新 参 者 の

役 割 が 重要 で あ る｡チ ンブ ー地方 を含 め て高 地 で は独裁 が よ く知 られ て い る｡独 裁 的

で あ った 植民 地 行 政 は既 存 の 政 治 文化 の上 に重 な った｡独 裁 者 ス タ イル は現 代 政 治家

に珍 し くな い｡村,評 議 会,州 レベル に おい て す らいえ る こ とで あ る｡Ombudsman

の1eadership codeは 全 政党 に と って,政 治 家 に と って試 験 的 な 問 題 で あ った｡

 リーダ ー シ ップ の問 題 は リーダ ー個 人 で は な く,指 導 とい う機 能 のあ り方 で あ る｡

又 リーダ ー シ ップ の過 程 は,社 会 構 造 や成 員 の期 待 の あ り方 に よ って 大 き く異 な って

くる｡リ ーダ ー シ ップが 社 会 内 で果 す機 能 は,以 下 に 示 され るで あ ろ う｡
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(1) リーダーは社会内で未だ形を与えていない不満や要求を察知 し,そ れに形を与

  えることができねばならない｡

(2)不 満や要求に応ずる現実的な対策をたてることができねばな らない｡

 (3)リ ーダーは自分の リーダーシップにもとついて選択された政策の効果を成員に

  納得させなければな らない[高 畠 1978:12]｡

 高地社会でクランを越えた リーダーシップは機能を果 していない｡リ ーダーシップ

や権威のパターンは小さな政治集団や成員の永続に関係する｡西 欧式の高等教育を受

けた多 くのパプァ・ニューギニア人が`bigman'論 を地方自治主義や平等主義の概念

につなぎ合せている｡パ プァ･ニ ェーギニアにおける平等主義の二つの意味は機会の

平等 と実際上,社 会・経済的不平等が少ない社会からきている｡平 等主義のアイディ

アは,1972年 以来マイケル・ ソマレ(Michael Somare)に よりリー ドされてきた国民

連合政府の観念的な声明にもあらわれている｡し かしながら,政 治家=ビ ジネスマ ン

を頂上にする社会階層が高地社会で生まれ,当 初に現れた平等主義は曖昧なまま政治

家のロから消えて しまった｡

3.地 方分権 と地方 自治

地方分権の前提

 1977年,チ ンブ ー は政 治 家 た ちに よ りSimbu州 と伝 来 の 名 を と り改 名 され た｡し

か しなが ら,〈 シ ンブ ー〉 は未 だ人 び と に馴 じん で い な い｡ブ ーゲ ン ビル の 分 離独 立

宣 言 を き っか け に地 域 主 義 がパ プ ァ･ニ ュー ギニ アの 政 治,政 策 決 定,官 僚 体 制 に重

大 な影 響 を与 え る こ とに な った｡憲 法 草 案 の段 階 で 〈州 政府 〉 制 度 に 関す る規 定 が含

ま れ て い る｡州 政 府 は独 自 の立 法機 関 と行 政 機 関 を もつ と共 に 自 ら徴 税 権 限 を もち,

中央 政 府 か ら交 付 金 を うけ る こ とが で きた｡ブ ーゲ ン ビル の 分 離独 立運 動 へ の配慮,

財 政 上 の理 由 によ り,1975年 の制 憲会 議 にお い て,州 政 府 に 関 す る規 定 は草 案 か ら全

面 的 に削 除 さ れた｡1976年,East New Britain, Eastern Highlands, East Sepik,

Chimbuで 地 方 政 府 設 置 を求 め る声 が高 ま り州 政府 が 認 め られ る こ とに な った｡こ

の結 果,憲 法改 正 が 行 な わ れ 州 政府 が発 足,地 方 分権 政 治 が 拡 充 され るこ と とな っ

た｡地 方 自 治 体 は こ う して 州 政 府(Provincial Executive Council)5)と 州 議 会

(Provincial Assembly)か ら成 立 った｡全 州 で権 限 を 与 え られ た 政 府 の新 しい組 織 に

5)州 政府は公立学校,ア ル コール販売,公 共娯楽,住 宅,村 落裁判などにつき立法権 を有 し,

 又 アル コール,ガ ソリン及び食料を除 く,消 費 材に対 して課税する ことを認め られ,地 方財政

 を賄 うことにな って いる｡
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避けられない問題があった｡そ れは階層的な官僚指揮構造が多 くの住民社会に押 しつ

けられたが,最 も実行可能な地方政治の単位が,50～1,000人 の幅のあるクラン,あ

るいは部族に残されていたからである｡1970年 半ばまでは行政組織は過度に中央集権

的であった｡外 国人と原住民エリー トによる地方勤務に見られたモラルは独立により

大規模に消えて しまった｡地 方行政局所属のキアプらの情報収集,治 安維持,そ して

村人と政府を結ぶ彼 らの具象的な機能は1970年 以後,植 民地解放の時点において ナ

ショナリス トにより彼らの合法性を失 くした｡1970年 までに地方行政評議会(local

government council)は,ほ ぼ全国的に普及 した｡

 植民地行政から各省の階層的で中央集権的な性格を与えられて,新 政府は行政上,

政治上のレベルで地方を統合することができなかった｡こ れは政府の有効な手段を減

じ,政 治的･経 済的に進出しようとしていた地方のエリー トのフラス トレーションを

増 した｡臨 時州政府が樹立されるや州長官(一 知事)と 部局長の関係について,

 (1)技 術的な問題で州行政と中央の各省間とのつながり,

 (2)中 央政府代表として派遣されてきた高官 と州 レベルの政務次官との関係,

 (3)州 政府が中央政府の機能を代理として実施するやり方

が論議をかもし,未 解決のまま実務 に入った｡一 度,州 政府が樹立 されるや干渉 した

り,支 払い停止をしてくる中央政府に対して正面からの圧迫が増 していった｡一 方,

国会は絶対多数でもって次の場合には州政府を停止することができた;

 (1)州 政府内での汚職,

 (2)州 の財政関係でのひどい失敗,

 (3)州 行政の崩壊,

 (41中 央政府の法的指導に対する違反やフラス トレーションの爆発等｡

シ ンブー州(チ ンブー)の 実 態

 チ ンブ ー 地方 に は外 国 人 によ り開発 さ れ た プ ラ ンテ ー シ ョ ン もな けれ ば,近 代 的 な

ビジ ネス へ の 機 会 も非 常 に 限 られ て い た｡人 び との 収 入 源 も換 金 作 物 以 外 で は,村

の小 さな 店(trade storc),短 命 な7>eセ ン ジ ャー用 トラ ッ クか ら ぐ らい で あ る｡シ ン

ブ州 に は オ ー ス トラ リア行 政 時 代 か ら奨 励 さ れ,希 望 のあ ったChimbu Coffee Co-

operation,30%外 国人 出資 で外 国 人 に管 理 さ れ て い るWandi瑚F工 場,政 治 家

オ ク ク所 有 の珈 瑳 工 場 が あ る｡大 きな商 売 は州 都 のKundiawaで 外 国 人 に よ り支 配

され て い たが,チ ンブ ー 人 所 有 の 三 つ の 有 限 会 社 が あ った｡オ ク ク所 有 のYomba

Corporation(ス ーパ ーマ ー ケ ッ ト),ル ー テ ル教 会 経 営 のKuman Holding Ltd･,
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87%州 政府出資に,9つ の地方行 政評議 会が株 を もって いるChimbu Holding

Enterpriscs Pty.で ある｡オ ククのビジネスマ ンとしての活躍･ビ ジネスに憧 れてい

た無一文の部族代表(地 方行政評議会の評議員)た ちが州政府に出資させ念願かなっ

てのビジネス,ま さにチンブーを象徴 しているといえる｡こ れらの企業や商売では人

口密集地帯の失業者救済にはならず,町 や海岸地方へ仕事を求めての人口流出はあと

をたたない｡彼 らは出先で民族間の衝突を増大させた｡チ ンブー人は トラブル･メ ー

カーとしてあちこちで敬遠されるようになった｡ア ルコール飲料がチンブーの内外で

貧 しいチンブー人を トラブルに巻 き込んでいるといえる｡一 方,地 元では土地不足が

クラン間の喧嘩の原因になりだし,前 植民地時代の戦いのパターンが生 きかえ ってき

た｡家 屋,畑,財 産の破壊といった手口は今の警察力では手に負えず,伝 統的な調停

も最早,効 力を失 くしており州政府から遠ざかるほど無政府状態がひどくなっている｡

 ビジネスは別として政治や公務経歴は個人の出世を助けた｡し かし屡々ビジネスと

重なっていた｡州 で官僚 システムを進めるのに正式な教育を受けたチンブー人は殆ど

いない｡大 学･高 専卒で中央政府で働いているチ ンブー出身の役人に帰省を呼びかけ

た｡9つ の地方行政評議会から2名 つつ代表が出 され てChimbu Area Authority

 (チンブー地方行政審議会)が 設置され3か 月毎に会議をもち,手 当や役所の任務に

ついて討議された｡審 議会から中央政府に対 して屡々実現不可能な要求が出された｡

これは全 く10年前のシナシナ地方行政評議会 と変わらず,進 歩 していなかった｡こ の

地方行政審議会はオククと結びついた｡そ のため中央政府というよりもソマレ政府へ

の挑戦が激 しさを増 していった｡1972年 に議員に当選 したオククは･か つてメカニッ

クとして働いていたChimbu Coffee Corporationの 白人の支配人を追放するキャ

ンペーンをなし,遂 に解雇させた｡4年 の契約期間が残っていたため裁判に訴えられ･

Chimbu Coffee Corporationは 敗訴 し多額の賠償を余儀な くされた｡結 果として運

営が最早不可能となった｡

 1974年,審 議会のメンバー(地 方行政評議会の評議員)が シナシナで部族間争いの

仲裁に入 り殺害された｡評 議員は村人たちと最も近い距離にあるリーダーであったが,

州政府への不信感,リ ーダー自身の資質が伝統的な●bigmanと して人びとに断絶感を

与えていたことが現れたともいえる｡州 政府は一人立ちしたものの,行 政能力のある

スタッフが欠けているため,元 キァブを書記として雇用せざるをえな くなった｡1975年･

審議会のメンバーの半数がマライシア,シ ンガポールへ海外視察旅行に出かけた｡帰国

後,会議においてその成果 も経験も話題にならなかった｡海 外視察旅行は,地方行政評

議会で評議員から何度 も提案 してはア ドバイザーに取り上げられなかったことである｡
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自分 た ち に議 決権 が で き るや いな や莫 大 な 費 用 を か け て 念 願 を果 した の で あ った｡

1975年,disrictか らprovinceに, subdistrictはdistrictに 変 更 され た｡オ ク クが

運 輸大 臣 と して 閣僚 に加 わ るや,オ ク クにバ ック ア ップ され て いたChimbu Holding

EnterprisesはPapua New Guinea Highlands Freightersの 航 空業 を始 め た｡臨 時

州 政 府 は地 方 行 政 審議 会 に よ っ て運 営 され た が,こ れ は86%の 一 般 支 持 を ベ ー ス に

Barunke Kamanの リー ダ ー シ ップ に よ り 中央 政府 へ州 政 府 の推 進 が提 案 され た｡州

の プ ラ ンナ ー に カナ ダ学 生 海 外 奉 仕 団 の一 人 が 雇用 さ れ た｡と い うの も新 しい次 官 の

誰一 人 と して 公 務 にお け る十 分 な経 験 もな く,任 命 さ れ る よ うな仕 事 に も経 験 が な か

った か らで あ る｡彼 らは皆,地 方 行 政 審 議 会 と以前 に密 接 な 関係 の あ る者 ば か りで あ

った｡中 央 政 府 か ら派遣 され て きて い た事 務 次 官 らは州 政 府 の メ ンバ ーに 国会 選 挙 で

中立 を保 つ べ く説 得 した が,政 府 メ ンバ ーや 州 議 会 の メ ンバ ー は オ ク クの た め活 発 な

キ ャ ンペ ー ンを行 な った｡1977年,オ クク が再 選 され,シ ンブ ー の優 先 ス ケ ジュ ール

1977-1980は 国 会 で 認 め られ職 業 学 校 の再 開 とな った｡最 初 の シ ンブ ー州 議 会 が新 し

い組 織 の下 で始 ま る頃,チ ンブ ーの あ ち こち で部 族 間 の 衝 突 が お こ りだ した｡役 人 と

ポ リス の協 力体 制 は殆 ど ゼ ロ に近 か った｡時 に ブ ーゲ ンビル 銅 鉱 山 か ら人 員 整 理 で高

地 人 が送 還 され て くるや シ ンブ ー と東 部高 地 州 の知 事 は直 ち に報復 と して ブ ーゲ ン ビ

ル 島人 を 追 放 す る とい った<peibek>に は激 しい もの が あ る｡州 政府 発 足 早 々 に知 事

と政 務 次 官 が 中央 政 府 に陳 情 に 出か け,政 府統 制 の基 金 を 申請 した が管 理 能 力 が 欠 け

て い る た め却 下 され た｡チ ンブ ー に お け る政 治活 動 の密 度 は,パ プ ア･ニ ュ ー ギ ニ ア

の どの州 よ り も は るか に高 い といえ る｡

地方自治と社会秩序

 州 レベルにおける政治支配の下で政治活動が始まるや州,地 方,地 方行政評議会な

どすべてのセクションの間で政府の財源分配をより多 くとろうと激しい競争が続いた｡

そこでも支配権に対する派閥争いがあった｡そ れにも部族間や種族間の対抗がなお見

られる｡パ プア･ニ ューギニアにおける三つの大きな武力争いは皆,高 地でおこって

おり,従 来になかった長期にわたるものであった｡政 府及び住民たち両者への影響は,

高地の州が直面する最も深刻な問題であった｡ク ラン内の喧嘩 も計り知れない被害を

与えあうといった凄惨なものが多 くなった｡こ のような状況は,伝 統的な調停が最早

成立せず,新 しい リーダーシップでおさまらないというのも,リ ーダーシップがその

社会成員の支持にもとついてその社会共通の利益のために上位にたつといったところ

まで至 っていないからである｡政 治に参画している リーダーたちはbigmanの 連続を
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示す一方で,住 民との間には完全な断絶を生むという二面性があった｡地 方行政審議

会のメンバーが喧嘩の仲裁に入 って犠牲になった例は少なくない｡法 廷の裁判官やポ

リスは国家の役人である反面,彼 らが関与する部族間の争いをめ ぐる問題は政治的で

あり州政府を巻 き込んでいた｡高 地の リーダーたちが彼らのクランの共同のアイデン

ティティを強めるたあ,local fightingを 鼓舞 しているきらいがあった｡

 新制度のいくつかは小規模の社会に馴じまなかった｡発 展を妨げるものにアイデン

ティティが問題になる｡ア イデ ンティティはソマレによって具体化されている中央政

府に対 して現れはじめた｡し か しそれは地方 レベルの政治問題で非常に見当ちがいの

ものである｡先 づ,州 政府自体が13の方言集団から成るチンブー人たちに受容されな

ければならない｡チ ンブーに限 らず高地の政治と政府は責任者に屡々利益をもた らす

分配のプロセスとして見られる｡州 機関の支配をえそこねた地域社会の人びとは,州

政府に不満を隠 しきれなかった｡制 度的な階層で次のレベルにある地方行政評議会の

将来や評議員たちは州政府の下に曖昧な形で止まった｡地 方行政評議会はこの国の政

府や国家の発展に最 も重要な役割を演ずるものである｡に も拘わ らず1977年 に中央政

府も州政府 も共に地方行政評議会廃止の方向に動きだ した｡一 方,シ ンブー州を含む

いくつかの州政府は中央政府か ら地方行政評議会の支配を引継 ぐため法令を議会で通

過させた｡こ のようにして州政府は地方行政評議会に権力をもつに至ったが,評 議会

は州政府を越えて進む地方分権化dccentralizationを 許す手段ともなりえたのである｡

チンブーでは9つ の評議会にどれも行政事務の能率の悪さと公私混同,汚 職が例外な

くみられた｡州 政府に雇用された元キアプが地方行政評議会の面倒をみることになっ

たも9の,再 建は容易ではなかった｡彼 は州政府に第一回の調査報告書を出し,各 部

局長に配布 し検討 と意見を求めたが反応はなかった｡彼 らは殆ど英語が読めず部下の

机上に積まれただけであった｡二 度目の報告書では第一回の報告書ですすめた事項に

州政府の同意がえられたものとしてまとめられた｡筆 者が1982年,チ ンブーを訪れた

折に9つ の評議会の中,1980年 以来人頭税が徴集できていたのはどこもなく･5か 所

はゼロであった｡自 治政府以前に健全な発展を示 していたシナシナ地方行政評議会は

完全に崩壊していた｡会 議所,倉 庫,ス タッフ宿舎も焼 き打ちをかけられていた｡評

議会のア ドバイザーが去って以来,ほ しいままに振舞った評議員により財政の破綻を

きた した｡彼 らの職権濫用や汚職に対して,納 税者であり選挙民である住民が怒り暴

徒と化 したのであった｡州 政府のア ドバイザーは評議会の財政を州政府に集中化する

ことを提案したが,未 だ実現 していない｡州 政府の管轄下に入った地方行政評議会 シ

ステムの危機はあちこちでおきだ したのであった｡
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地方自治の崩壊

 パプァ･ニ ューギニァでは連立政府の脆さが政治の弱さを生んでいた｡中 央政府は

一般に対決姿勢よりも懐柔姿勢をとってきた｡第 三世界の多 くの新興国家に比較して

豊かである新 しい政府は問題を金銭によって解決 したり,反 対派と一緒になったりし

た｡要 するにオーストラリア時代に始まったパターンを続ける余裕があったのである

[STANDISH I979:134]｡政 治家の多 くはカーゴ･カ ル ト的な発想で豊かな政府に対

応していた｡パ プア･ニ ューギニアの全国的なネットワークは,教 会,警 察,公 務の

三つに過ぎない｡地 方分権のプログラムでは国の行政能力のきりうりの可能性があっ

た｡公 共の秩序のみな らず,政 府の主張 してきた平等主義も地方発展の目的 も危険に

さらされることになった｡州 政府の目的は地方分権であり,地 方の リーダーたちによ

る政治決定であり,中 央政府役人によって実施される地方での開発活動への対等関係

にあった｡チ ンブーではチームワークは全体的に殆 ど欠けている｡州 政府は権力の装

いに心を奪われており,財 源は住民のためというよりもむしろ政治家たちに役立つよ

う向けられた[STANDIsH l979:138]｡1977年 には中央から派遣されている官僚 と

政治家の衝突がおきだした｡チ ンブーでも既に政治家が政府の財源を直接に個人や政

治利益のために使いだした｡今 や州内において政治家の特権の濫用は増す一方で,州

の官僚制度の上にも政治支配がなされだした｡チ ンブーで知事が州内におけるチンブ

ーとチンブー外のスタッフの数の統計をとらせた｡こ の公務のやり方は明 らかに政治

家への懸念の一つであった｡大 学･高 専を卒業 したばかりの政府役人たちが彼 らの郷

里での高い地位に帰ろうとする兆 しがでてきた｡州 政府は完全独立 して歩みだ したも

のの,会 計検査のための必要書類は何も提出されず,官 僚政治の分裂や財政上の不正

の危険は量り知れないほど大 きい｡チ ンブーにおける州政府のビュロクラシーの最大

の問題は,地 方分権行政の要求を実現させるだけの能力ある人材が欠けていることで

ある｡中 央政府は弱い州を助けるために介入する余力はもっているが,チ ンブーのよ

うに強い地域主義を盾 に政府にことごとく反対する政治家がいる限り,･ど こまで期待

できるかわからない｡州 自体が重要な財源をもつところが少ないので,中 央政府はパ

プァ･ニ ューギニアにおける政治的,経 済的支配力を残すであろう｡慎 重な政府財源

の再分配は,州 問においても,又 州 と中央政府の各省 との間において政治的対立をよ

びおこした｡パ プア･ニ ューギニアの社会的,地 理的不平等を減ずるという目的は憲

法にも謳われていながらも,州 政府 システムにより危機にさらされている｡州 のエリ

ー トの利益が利己的なものであり,彼 らの政治的保守主義が中央政府から警告された｡

一方,村 レベルでは人びとは州政治家たちを彼 らがコントロールできない搾取エ リー
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トとみている｡そ れでいて村民たちが彼 らの政治家を即刻交代さすべ く団結できない

のは非常に分断された社会・政治構造・親族や親分子分の義務関係が与えられている

からともいえる｡政 治文化からみても,制 度が適していない州政府のシステム下で地

方エリー トは彼らの政治劇を必要な改善なしに財を増すであろうし,こ のような事実

が全組織を不安定にしているといえる｡権 力の座に上った政治家が示す過剰なまでの

演劇化,前 近代社会に残された被統治者の貧困の上に組立てられた舞台装置はチンブ

ーの政治家によっても具現されていた[BALANDIER 1980:19]｡上1こ 国会議員,下

に評議員をかかえる州政治家にとってコミュニケーションを改善 し,発 展へのチーム

ワークの機会を作ることが残されている｡法 律制定において国会議員たちは投票する

ことも提案を左右させ る権利をもっている｡こ のステップが国家 と州の政治家の間で

構造的な対立を取り除いていないのである｡

4. エ ピ ロ ー グ

 近代国家をネイションを基盤にしたネイションステイ トに再編成 しようという運動

や主張がナショナ リズムである[高 畠 1980:34]｡ナ ショナ リズム の一つの定義で

ある｡パ プア・ニューギニアにおいて,オ ース トラリア行政そのものがナショナリス

トの運動を極度に抑えていたし,政 治色の伺えるいかなる活動も抑制 されて いた｡

<cargo cult>も 植民地権威に対する故意の脅迫と解釈された｡何 よりもナショナリス

ト運動が発展 しえなかった重要なファクターは,ス ティ トとして共通にもつ歴史がな

いこと,支 えるべき十分大きな独立 した階級,あ るいは集団が欠けていたこと,部 族

社会 と地勢が民族間のコミュニケーションを妨げ,相 互に猜疑心を抱かせ政治連合が

生まれなかったことなどにある｡

 1960年代まで植民地の経済や教育政策は何も生みださなかった｡原 住民に自家営業

のビジネスマンも専門職も殆どいなかった｡海 岸や島嗅地方など先進地域で中等教育

を受けた限られた少数の者が政府に書記として,又 ミッションスクールの教師として

雇用されていたにすぎない｡ナ ショナ リス ト運動が欠けているか らとて反植民地感情

が欠けていたわけではない｡前 に述べたように先進地域では外国人による経済支配や

政府の自治運動への圧力に対する反対運動はおこっていた｡

 新 しく生まれた政治的エリー トは植民地時代の制度･経 済を引き継 ぐことにより何

の苦闘もな く国造 りをし始めたのである｡〈20世 紀の石器時代人〉として注 目された

パプア・ニューギニア人の独立は非常にユニークなものである｡こ のパプア･ニ ュー
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ギニア人が第三世界の新興国家の中で比類なき豊かな政府で国家の安体を保っている

のは宗主国の莫大な経済援助に負 うところが大 きい(国 家歳入の約50%が 外からきて

いる)｡し かし,国 家の主導性が地域主義に阻まれ国民に及んでおらず,一 握りの政

治家の一人舞台を感 じさせられる｡

 新しい リーダーである政治家は,国 と国民を結ぶパイプではない｡彼 らは政治家と

しての自己の像を伝統的なbigmanに 連続させた｡高 地社会では入びとが現金収入を

手にして20年経ていない｡独 立 したとはいえ経済は75%の 自給自足経済と11%の 貨幣

経済の混在する二重構造経済である(残 りの14%は 両者の中間)[外 務省欧亜局太洋州

課 1979]｡日 常僅かな金銭 しか動いていない社会から出た政治家たちは,彼 らの数

の概念には到底入ってこない数字の国家歳入がどのようなインパク トを与えたことか｡

泉の如 く湧いてくるお金であり,公 私混同への罪の意識は薄く,ま さにカーゴ･カ ル

ト的な反応が生まれたといえる｡少 なくとも州 レベルの政治に見 られる｡政 治モラル

といったことは国家に依存 しなければ生 きてゆけない先進国の国民によって云 々され

るもので,パ プア・ニューギニアでは論 じられない｡

 自治政府の段階で政府 と野党(United Party)の 間で役人のlocalizationの 時期,

新 しい土地政策への政府の関与などの機構改正の時期をめ ぐり衝突した｡独 立と共に

白人役人 との交代が急速に進み,白 人の占めていた地位に学歴のない者 もすえざるを

えなかった｡一 方,政治家は国の財源に接する特権を通 して,あ らゆる機会をいち早 く

掴んだ｡政 治家は彼ら自身のためにDevelopment Bankの ローンで個人的にあるい

は外国企業をパー トナーに私的ビジネスを始めるものが増加 した[HEGARTY 1979:

199]｡こ れは学歴保持者の増加と平行した｡こ の国営銀行のローンは企業や商業目的

に増加 し,農 業の振興などにはその十分の一以下 という実態である｡政 府の政策 も首

都及び町中心になりがちであった｡

 独立後,初 の選挙で政党の性格,親 分子分関係の利用,ビ ジネスとのつながりなど

が非常に明白となった｡連 合政府の象徴的な足跡は自治政府及び独立への円滑な移行,

国の通貨の導入,国 営航空会社のAir Niuginiの 命名など残 した｡オ ース トラリアか

ら受けつがれた制度で大きな変化が欠けていることが,大 きな変化をもたらす機会を

とらなかったといえる｡マ ックス・ ウェーバーは職業 としての政治を論ずる中で政治

家に必要な資質 として政治的責任と道徳的責任とを峻別する能力,状 況を予見 し洞察

する能力,指 導者たることへの深い情熱の三つをあげている｡高 畠はこのような資質

に加えて現代国家の構造変化に伴い,専 門的知識が指導者の必要欠 くべか らざる能力

のうちに加わりつつあるという[高 畠 1980:74]｡高 地の新 しいリーダーの多くは,
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権力と富を一挙に手に入る政治家たることへの強烈な願望あるのみである｡権 力 と支

配関係において,権 力が単に私人間の力関係以上のものでなく,政 治権力 として成立

しがたい｡州 政府をみても,そ の地域内で最高の物理的強制力をもちえない｡リ ーダ

ーも心理的強制力をもっていないし,住 民に政治権力による決定を常に受容させ るだ

けの権威を伴っていない｡リ ーダーシップ において巧みにbigmanモ デルを連続 さ

せた新 しいリーダーも,自 己の生活空間を伝統的な生活様式から抜けきれずに保守 し

ている住民との間には断絶を招いている｡リ ーダーシップの過程は社会構造や成員の

期待のあり方によって大きく異って くる｡高 地社会で リーダーシップの効果を誇大に

宣伝 したり,その失敗を他の条件になすりつけた りすることがよく見 られる｡その時 リ

ーダーシップは形を変えた権力支配にほかならなくなるであろう[高 畠 1978:12]｡

中央政府でパ ワーを手中に入れたチンブーの政治家がこのことをよく示 していた｡高

地社会 におけるbigmanの 連続と断絶は この社会に極度にアナーキーな状態を作 っ

ている｡リ ーダーが年長者か ら若者に交代 したことや経済的に恵まれている政府の政

治構造がこのような状況を助長させたといえる｡

 機構としての国家は行政としての国家 とは別のものである｡少 なくとも近代国家は

国家機構として存在 し,体 系的で階層的な分業のプランに従って作 りあげられた諸機

能の体系である｡そ の意味でパプァ・ニューギニアは近代国家としての形を整えてい

ない派生的国家といえる｡国 の常備軍も警察も官僚制と共に抑圧力を形成 していない｡

 高地社会では過去50年 に人びとの宇宙に大きな変化が際限なく押 し寄せた｡彼 らの

素朴な誇 りは植民地権力により崩されたばかりか,祖 先以来の宗教まで否定されたの

であった｡キ アプ,ミ ッショナ リーとのかかわり,村 役人の任命,地 方行政評議会,

評議会連合,地 方審議会,自 治政府,独 立,裁 判,州 政府 とその継続がいかに急速に

なされたか｡こ のような過程をもつ国はない｡今 日,〈bigman>に 代って政治的権威

をもつ男に対して 〈lidaman>と いう言葉が生まれ,卓 越 した男であるが政治的身分

はなく,近 代的ビジネスに成功 して財産を作 った男に対して くbigpelaman>と 呼ぶよ

うになった｡新 しい価値基準をもつ制度の導入でチンブーでは先祖返りを しbigman

の息子が地方 レベルのlidamanに 選ばれるケースが50%と 報告されている[STANDIsH

l978:15]｡

 政治社会において政府と民衆をつなぐ回路に基本的な二つのサイクルとして,民 衆

の要求をもとに政府が政策を決定するサイクルと政府の決定を評価 した民衆が政府を

支持 したり,批 判 したりするのに応 じて決定への服従を要求 して指導や権力の行使を

するサイクルがある[高 畠 1978:22]｡相 互に コミュニケーションをもたなかった
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部族社会ではこの回路に地域主義が立ちはばんでいる｡州 政府のレベルで機構におい

ても,行政においても健全な回転をな しえないため回路は閉ざされているといえる｡そ

こでは政治家は特権と権力をほしいままにできた｡チ ンブーでは多 くの者が政治家に

憧れた｡1982年 の選挙の20～30倍 の競争率が示 している｡貧 しい部族社会の人びとに

とって,支 配への憧れや権力への憧れよりも政治家の富の蓄積に憧れが強いといえる｡

政治現象の中に く権力は腐敗する〉 といった普遍的な傾向性がある｡パ プア･ニ ュー

ギニアでは余りにも早 く現れたことは,政 治文化でとり上げられる問題である｡

 州政府の樹立により政府 レベルで中央 と地方の力を分けあうことになった｡州 政府

はパプア・ニューギニアの政治過程において重要な現象となっている｡パ プァ･ニ ュ

ーギニァは今も 〈国造 り〉や 〈発展〉のための確固としたべ一ス作 りのディレンマに

ある｡今 日までイデオロギーの方向がこの国の政治の リーダーシップから欠けている

だけに,こ の国の将来像を描 くことが困難といえる｡

 この草 稿 を書 き了 え た時,パ プ ァ・ ニ ュ ー ギニ ア政 府 の 自治省(Depa-

rtment of Decentralization)の 次 官 をつ とめ る 旧 知 か ら便 りが届 いた｡

3月 一一一一杯 で 自治省 が廃 止 とな り,3, OOO人 の人 員 整 理 に至 った とい う｡地

方 行 政 評 議 会 の 発 足 時 よ り20年 近 く献 身 的 に 働 い て き た有 能 な この7xeプ ァ

人 の友 人 も職 を失 った｡自 治省 廃 止 の 理 由 は書 か れ て いな か った｡
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